
令和６年度 第３回 藤沢市障がい者総合支援協議会 

 

２０２５年（令和６年）１月２７日（月） 

午前１０時～ 

藤沢市本庁舎５階５-１・５-２会議室 

 

次  第 

 

１ 開会 

２ 報告事項 

（１） ふじさわ障がい者プラン検討委員会の実施結果について（資料１－１、１－２） 

（２） 各専門部会の実施結果について（資料２－１～２－４） 

 

３ 協議事項 

（１） 日中サービス支援型グループホームの評価について（資料３－１～３－５） 

（２） 株式会社恵の運営する事業所の一括承継に伴う新規日中サービス支援型グル

 ープホームについて（資料４） 

（３） 令和７年度会議開催スケジュールについて（資料５） 

（４） 令和７年度協議会実施体制について 

 

４ その他 

（１） ケアラー支援条例について（資料６） 

（２） 地域福祉シンポジウムについて（資料７） 

（３） 市民ポータルサイト「ふじまど」障がい者サポートについて（資料８） 

 

５ 部長挨拶 

６ 閉会 

 

【資料等】 

資料１－１ 第３回 ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施概要 

資料１－２ 第４回 ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施概要 

資料２－１  第３回 相談支援部会 要点議事録 

資料２－２  第３回 連携支援部会 要点議事録 

資料２－３  第３回 就労支援部会 要点議事録 

資料２－４  第３回 生活支援部会 要点議事録 

資料３－１ 日中サービス支援型共同生活援助 報告・評価シート(市内事業所とり



  まとめ) 

 

資料３－２ 日中サービス支援型共同生活援助 利用者の動向（市内事業所とりま

  とめ） 

資料３－３ 日中サービス支援型共同生活援助 要望・助言・評価（案） 

資料３－４ 日中サービス支援型共同生活援助(各事業所報告分） 

資料３－５ 日中サービス支援型共同生活援助 利用者の動向（各事業所報告分） 

資料４  株式会社ビオネスト 自立支援協議会資料 

資料５  令和７年度藤沢市障がい者総合支援協議会等 スケジュール（案） 

資料６  ケアラー支援条例公布文 

資料７  地域福祉シンポジウムチラシ 

資料８  ふじまど「障がい者サポート」チラシ 

参考資料 令和６年度 第２回 藤沢市障がい者総合支援協議会 実施概要 

参考資料 令和６年度 第２回 藤沢市障がい者総合支援協議会 会議録 

 

【次回開催日程】 

２０２５年（令和７年）５月 



資料１－１ 

 

 令和６年度第３回ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施概要 

 

日 時：２０２４年（令和６年）１０月２１日（月） 

午前１０時から１２時まで 

会 場：藤沢市役所本庁舎８階 ８－１、８－２会議室 

委 員：髙山代表、都築委員、種田委員、倉垣内委員、鈴木委員、八十島委員、

小野田委員、松井委員、大郷委員、野村委員、林委員 計１１名 

オブザーバー：村松氏 計１名 

事務局：佐藤福祉部長 

障がい者支援課 

（臼井、星野、田口、飯沼、伊原） 

子ども家庭課（原田、斎藤、福岡） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田） 計１０名 

欠席者：１名 

傍聴者：１名 

 

議 事： 

１ 報告事項 

（1）令和６年度第２回藤沢市障がい者総合支援協議会実施報告（資料１－１、１－

２） 

・事務局から会議概要について説明。 

（野村委員） 

協議会委員の選出母体が分かりにくい。 

（事務局） 

後ほど名簿を送付します。協議会の事前資料については会議の時間や資料の量の

都合上配布していませんが、ご入用であればお申し付けください。 

（村松オブザーバー） 

以上事務局報告のうち、医療的ケアの協議の場について補足します。当会議は昨

年度重度障がい者支援部会から出た提言を根拠として設置を見込むものです。在宅

医療、多職種連携等様々な課題を扱います。小規模の会議ではライフステージ毎の

課題を扱いきれないので障がい者総合支援協議会相当規模の会議体を想定している

と思います。 
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（2）ふじさわ障がい者プラン２０２６（第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福

祉計画）令和５年度実績について（資料２） 

・事務局から、前計画（２０２６）について、過年度比で実績の変動が大きくなっ

たものを中心に報告。 

（事務局：飯沼） 

・地域移行、安全・安心プラン、就労は目標未達成。 

・訪問系サービスでは重度訪問介護が増加。 

・重度障がい者包括支援については実施事業者がなく、実績なし。 

・自立生活援助は市内に２事業者あるものの、実績なし。計画相談支援と業務内容

が重複し実績化されにくいことが原因と推察される。 

・手話通訳者養成研修事業はコロナ禍明けの制限解除もあり、実績が増加しており

ます。 

（事務局：福岡） 

・児童発達支援センターは市内に２か所設置。支援者向けの研修や事業者間の連絡

共有、連絡会の開催などを役割とし、重層的な支援体制を整備していく。 

・重症心身障がい児への助成は継続。 

・医療的ケア児支援は、委託業者（ぐータッチ）と連携して相談体制の整備を行う。 

・障がい児通所支援の実績に関しては、児童発達支援は計画を上回り、放課後デイ

サービスは計画を下回ったものの事業所数は増加。医療的ケア児発達支援は児童発

達支援に制度が統合されたため R6見込は 0としている。 

・保育所等訪問支援は、利用実人数が増えているが実績は計画を下回っている。 

【以下質疑】 

（都築委員） 

日中一時支援の見込み量が倍以上増えているのは何を見込んでいるのか。 

（事務局：飯沼） 

Ｒ７及びＲ８年度は１０月報酬改定を考慮し算出。また提供単位が日単位から時

間単位となったため見込値が増加した形になっている。 

（種田委員） 

計画相談支援の実績が計画以上に上がっており、相談支援専門員数も多少増えて

いるが、この背景は。また、７、８年度はなぜそのように増えない見込みなのか、

状況をお尋ねしたい。 

（事務局：臼井） 
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実情として、事業所及び相談支援専門員は増えているが、依然として供給不足。

一方で、毎年１０人程相談員研修を受講しているが事業所の人事の都合上資格者が

従事しないこともあるため低く見積っている。 

（野村委員） 

資料では、福祉施設から一般就労へ移行した件数について、８年度目標値が令和

３年度の 1.31倍、1.23倍、1.28倍と項目毎に示されている。これは８年度目標値

の１０８人を３年度の数字で割ったからこの倍率になったのか。 

（事務局臼井） 

国から市に対してこのように設定するよう示された数字です。 

（野村委員） 

１０ページの移動支援事業について実利用者数と移動時間数が示されているが、

一人当たりの時間数が減っていく推計になっている。私の事業所の体感だと短時間

利用が多いが、この数字がどのように出されたのか確認したい。 

（事務局：飯沼） 

あくまでこれらは過去実績からくる推計になる。６年度から 8年度については１

０月に報酬改定を行った影響で実績が増える見込みがあり、これを含めている。 

（大郷委員） 

福祉型短期入所が３年度から５年度までで急に増えているので、計算根拠を伺い

たい。 

（事務局：臼井） 

安心ネットによる利用増。県の委託事業がカットされた分の利用を福祉型短期入

所としての扱いに切り替えた結果実績が増加したもの。 

（大郷委員） 

医療型短期入所について計画上の実績が少なくなっているのは、事業者数がある

にも関わらず利用が少ないということになりますが如何か。 

（事務局：臼井） 

市内で医療型は 1か所のみなのでニーズには足りていない状況。状態が安定して

いないとお受けできない等制約も多く実績が伸びない状況があるので引き下げをし

ている。レスパイトも含めて、病院と移動支援を組み合わせて対応する等の工夫が

必要。 

（小野田委員） 

３、４年度の短期入所の実績減はコロナ禍の影響もあるかと思われる。 
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（八十島委員） 

見込量の設定について実績と計画値に乖離がある事業がある。例えば社会参加促

進事業のボランティア養成や、太陽の家の延べ利用者数等。計画値の根拠は。 

（事務局：臼井） 

悩ましいポイントだが、太陽の家は自主事業なので回数がある程度決まっている

ことと、コロナ禍の影響が未だ残っているため下方修正を含めている。ボランティ

アについては、これぐらい実績がほしいという必要量として上げているが、講習が

進まない実情もある。ご意見があればより適正な計画値に変えていく。 

（種田委員） 

太陽の家体育館の見込量が増えていないことについて、私は太陽の家を利用して

いる身だが、自主事業の内容がシャッフルボードに特化しているきらいがあり、よ

り種目が増えると人が増えるのではないか。ぜひ種目を再考してほしい。 

 

協議事項 

（1）ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し）障がい者計画モニタリング指

標について（資料３－１～３－３） 

（事務局：飯沼） 

資料３－１は、従来の全項目評価のやり方を見直し、基本理念及び基本目標に特

別強く紐づいた項目を指標（KPI）として設定する今回の試みについて説明する資料。 

資料３－２は、現計画の中間見直し時に活用したもの。聞き取り調査・アンケート

調査結果や国の動向を考慮して重点推進項目を設定した。 

資料３―３は、この度設定する KPIの事務局案。基本目標及びそれに紐づく具体的

な重点推進項目、さらに紐づく具体的な事業項目を示す構成としている。例として

基本目標１－１共生のための環境づくりでは、重点推進項目であるバリアフリー等

の具体的な項目に紐づき、事業番号１を選定しました。 

（事務局：臼井） 

資料３－３はあくまでたたき台であり確定事項ではない。資料３－２の下線部、

つまり中間見直しで見直された部分を中心に KPIとなる事業を抽出した。また実績

評価が数値化しにくい事業もあるため、事務局で取捨選択している。本資料の作り

は、要は「何をしたら」「どのような結果につながるか」というものを想定している

が、そのロジックに則らず一足飛びになってしまっている部分も多少ある。以上踏

まえ忌憚のない意見を頂きたい。例えば資料３に戻ると目で伝わりにくい障がいの
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理解促進を図るという目標に対して、事務局では講演会の回数を設定しているが、

そこはヘルプマークがいいのではないかという意見があればそういう意見も賜りた

い。ただし、今回全てをここで決め、確定するものではない。 

（鈴木委員） 

ヘルプカードについて、どういう場所で使えるのか。地区の防災訓練に参加して

配布しているが、県が当初作ったストラップ型のヘルプマークと違いヘルプカード

はバッグの中や財布の中に携帯する想定の作りと思われるが、これをどういう場所

で扱うのかがわからない。配布している身としては限界を感じている。ストラップ

型の方が見てわかる点では有効ではないか。 

（種田委員） 

私もヘルプマークをカバンにつけているが、ヘルプマークのところにヘルプカー

ドを入れられるといいなと思う。 

（事務局：臼井） 

ヘルプカードとマークは役割が違う。ヘルプマークはご理解の通りで、ヘルプカ

ードはどんな支援を必要とするかを書いてあるもの。ヘルプマークだと何らかの配

慮が必要であろうことしか伝わらないのなので、その住み分けがある。コミュニケ

ーションが困難な人がそれを提示するとどんな配慮が必要な人かがわかるというね

らいのもの。 

（鈴木委員） 

以前、県ではなく市がキーホルダー式を作っていたが、今は作っていないのか。

キーホルダー式の方が理解を得られやすく、使いやすいという意見もある。 

（事務局：臼井） 

申し訳ないが、予算の都合で作成していない。 

（八十島委員） 

前回会議では重点項目の６領域の中からいくつか KPIを抽出するという話だった

が、資料３－３はピックアップされている 19 事業の中で取り組むということでい

いか。 

（事務局：臼井） 

あくまでたたき台なので、これより増やす、減らすでもよい。ただ、増やしすぎ

ると時間の都合上、先ほどの鈴木委員のお話のように事業のやり方や予算の話まで

深堀できなくなるので注意されたい。 

（野村委員） 
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基本目標１の、事業番号１、２の「なぜやるのか」の部分がいずれも「目では伝

わりにくい…」と同じ文言が設定されているが、重複設定も可能なのか。 

（事務局：臼井） 

これらのＫＰＩは同じ基本目標、聞き取り結果、課題から派生しているため重複

する場合もある。 

（野村委員） 

最初の障がい理解の普及推進心のバリアフリーの指標として事業の参加、実施件

数等を挙げているが、例えば、選挙の投票所でアンケートを取って政治に関心があ

るかと聞いた場合、政治に関心があるから来ている層に聞くだけになってしまうの

で、当然その結果は高い数字が集計されてしまうため全体層への調査として有効で

はない。より一般層を調査の分母に組み込むのは難しいか。 

（事務局：臼井） 

障がいのない方を抽出したアンケート調査は事務としては可能だが、費用として

難しいというのと、このような行動変容につながったという視点で評価していきた

いねらいがある。 

（野村委員） 

２－３支援サービスの提供確保について、事業番号５６支援団体の育成が挙げら

れている。支援人材の育成確保について、福祉に関心がある人に向け、事業所等の

認知度増加に取り組むとあるが、最終目的は介護職員の数、ヘルパーの数なので、

はじめからその指標を設定するのは難しいか。 

（事務局：臼井） 

事業所の雇用に行政が直接介入できない部分もあるので、行政としてできる範囲

に絞り、例えば補助事業や介護保険だと抜けた穴に人員を補充する仕組みがあるが

障がいではそれがなかったりする。そこで認知度を挙げているのは、介護保険の分

野と比較して障がいの認知度が非常に低い印象があるため。 

（野村委員） 

日常生活用具の充実を進めていただけるととてもありがたい。 

（事務局：臼井） 

金額的には間違いなく伸びている。時代に沿って用具の需要が変わるので、昔の

用具は要らないというご意見は常にいただいているため、ただ品目数として増やす

というよりは、従来の対象品目の見直しも含め検討する。ただ、活動指標と業績指

標の設定は表現が重複しているので再考する。 
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（小野田委員） 

・No.66 発達障がい者センターは重度対応をしていないので、その記載の代わりに

発達相談の普及啓発等を入れるとよい。 

・施策の柱 4-2、No.107の項目は先生の数だけでは達成できないと思うので、それ

以外の指標を検討したほうがいい。例として、普通学級との交流回数等を採用すれ

ば、インクルーシブ性の評価につながる。 

・施策の柱 6-2の安全・安心プランは作成件数を指標としているが、単純な件数だ

と更新分も含まれるので、工賃等の指標もあるといい。 

（倉垣内委員） 

・生徒同士の交流が大事なので、どの程度交流があったか、それを通じて障がい理

解が進んだことを評価してほしい。日本は特別学級と普通学級の区分けでインクル

ーシブ教育が進んでいない印象があるが、外国だと重複障がいを除き普通学級に通

っている。国に訴えるべきことですが、子どものうちに触れ合う機会があると長い

目で見て理解促進につながる。 

・盲導犬の理解促進は藤沢進んでいないと思う。大和、海老名、茅ヶ崎に出前授業

でいくことがあるが、藤沢からは呼ばれていない。 

・日常生活用具も予算がない中ここ２年で特に良い方向へ変わってきたと思う。 

（都築委員） 

・基本目標 4事業番号 107で事業所連絡会の回数を評価しているが、事業所全体 40

件近くあるうちの何件が出ているのかという割合の目線があればよい。 

・基本目標 1に精神障がいという文面があるが、発達障がいが一番差別されたとい

うアンケート調査が出ているので、基本目標 3－2も含めて、精神障がいに発達障が

いを含む注釈又は直接発達障がいと記載を含めてほしい。 

（事務局：臼井） 

発達障がいの記載については、資料 3-3はおそらく計画の記載をそのまま引っ張

ってきたところだが、発達の記載を足せるところは足していきたい。 

（村松オブザーバー） 

・3-2の 84番でメディカルショートステイがあるが、似た項目として 6-1の 186番

にもメディカルショートステイという単語が入ってもよろしいかと思う。 

・入院時コミュニケーションは、メディカルＳＳでの利用も多いと聞いている。そ

の認識を資料に組み込んでほしい。 

（事務局：臼井） 
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見直しを検討する。入院時コミュニケーション事業は障害福祉計画の評価に入っ

ているので、障がい者計画に記載すると 2計画で掲載が重複することから掲載して

いない。 

（村松オブザーバー） 

メディカルショートステイの中で、病気ではなく短期入所としてのショートステ

イも多いという認識を持っていただければと思います。 

（髙山代表） 

改めて、今後の流れを事務局からご説明ください。 

（事務局：臼井） 

１１月中までたたき台についてご意見を受け付ける。 

 

２ その他 

（種田委員） 

・10/27市民会館 2：30～4：40の日程で、スポーツシンポジウムが開催される。主

催は藤沢市スポーツ連盟主催で、ラグビーの廣瀬俊朗さんが講演予定。 

・11/24 秋葉台文化体育館でパラスポーツフェスタが開催される。障がいの有無に

かかわらず楽しめるスポーツです。 

 

３ 閉会 

 

【次回開催日程】 

２０２４年（令和６年）１月２０日（月） 

午前１０時から正午まで 

藤沢市役所本庁舎６階６-１会議室 



資料１－２ 

 

令和６年度第４回ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施概要 

 

日 時：２０２５年（令和７年）１月２０日（月） 

午前１０時から１２時まで 

会 場：藤沢市本庁舎８階８－１、８－２会議室 

委 員：髙山代表、戸髙副代表、都築委員、種田委員、倉垣内委員、鈴木委員、 

八十島委員、小野田委員、松井委員、大郷委員、野村委員、林委員 

計１２名 

オブザーバー：村松氏 計１名 

事務局：佐藤福祉部長 

障がい者支援課（臼井、星野、田口、飯沼、伊原） 

子ども家庭課（原田、斎藤、福岡） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田） 計１０名 

欠席者：０名 

傍聴者：２名 

 

議 事： 

１ 報告事項 

ふじさわ障がい者プラン２０２６（第６期障がい福祉計画）令和５年度実績につ

いて（資料１） 

・前回会議で実績を示せなかった項目（４福祉施設から一般就労への移行等）につ

いて集計結果を事務局から説明した。 

（種田委員） 

Ｂ型からの一般就労移行者数はＡ型のそれより多いが、なぜか。 

→（事務局：臼井） 

Ａ型自体が国の報酬改定等の影響により縮小傾向にある印象がある。特に市外

の地方では報酬改定後に契約を解除されるケースがあると聞く。また、目標に達

していない理由としてはコロナ禍の影響や働き方の変化もあると思われる。 

（種田委員） 

１１ページの県障害者スポーツ大会について、以前の大会参加申込プロセスと 

しては市から昨年度参加者に申込書が発送され、市がとりまとめをしていた。し

かし昨年からは市がとりまとめをしないことになり、県に直接申込になった。た



 

だでさえ参加者が高齢化で減っているところに、以前のフォローがなくなったた

めに参加者が減った印象。優しい対応を希望する。 

→（事務局：臼井） 

市の方でとりまとめをしなくなったというより、県連合会事務局の方から直接

申込に変更すると聞いており、これで市の方は参加者の内訳も見えない状態にな

っています。ご案内は広報でしかしてないので、そこは検討する。 

→（種田委員） 

県曰く、各市でそのような事務ができないと言われたための変更であり、今ま

でどおり受け付けている市もまだあるとのこと。高齢者がホームページから申請

書を取得して提出するのは大変なので検討してほしい。 

→（事務局：臼井） 

担当の話と乖離があるので確認する。 

 

２ 協議事項 

（1） ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し）障がい者計画モニタリング

指標について（資料２－１、２－２） 

事務局から、資料２－１の前回からの変更点を説明。 

・表の見方が分かりづらいという意見を踏まえ、レイアウトを変更した。 

・具体的な変更点（赤字）を反映の背景と併せて説明。 

（林委員） 

事業番号１５８に関わる話だが、現状は手話通訳の情報は必要な人にどのよう 

に伝わっているか。 

→（事務局：臼井） 

当課に手話通訳者３名を配置している事業がまず一点ある。また、市の講演会

やイベントの情報保障という点で、お申し出をいただければ手話通訳者を派遣す

るという配置事業もある。また、利用者が面談や病院に行く際に手話通訳者を派

遣する派遣事業、以上３形態で展開している。情報保障の点で言うと必要な人に

１００％届くようにできているかというと、必ずしもそうではないと認識してい

る。 

（松井委員） 

資料に関する委員の意見は少ない印象。また事務局側で意見集約しまとめあげ 

る点で困難があったかと思うが如何か。 



 

→（事務局：臼井） 

幅広く意見を頂戴するに至れなかったのは、資料自体の難しさが原因として否 

めないため今回わかりやすい表に作り替えたところ。従来の評価手法では評価し 

て終わりだったが、評価の先の発展的なモニタリングを見据えてＫＰＩを選択し 

ながら実際の活動の進捗やその結果として業績指標を確認するといったように表 

を左から右に順に追って見ていただくように使うと、３年間のモニタリングに使 

えるツールになるかと思う。 

（野村委員） 

令和６、７、８年の３年計画とのことで、今が令和５年であればこの３年分の計 

画の話を論ずるのは分かりますが、実際にはこの話をしている今がもう６年度な

ので、実際は７、８年の実績を見ることになるのかなと思うが如何か。 

→（事務局：臼井） 

５年の計画が５年度末にできたことや、また次期計画を例に挙げると法定計画 

なので計画の作成に係る国の方針が示されるのが、９年度の計画なのに８年度末 

頃になったりするなどといったこともあり、そのような事情による。 

（種田委員） 

１点目、事業番号１４６の生涯学習事業等への障がい者の参画について、市民 

団体等とどう連携していくのか。また、事業番号１８４就労系サービスの工賃向 

上は、今までもあった事業項目なのか。 

→（事務局：臼井） 

生涯学習については方向性が２つあり、一つは障がい者が参加しやすくするた 

めボランティアの方についていただくことを支援する、もう一つは障がい者に限 

定せずどなたでも参加できるような形に講座の在り方を変えていく。手話通訳者 

の派遣案件には公民館の講座があまりないので、こういったところに働きかけて 

いく。就労系事業は以前から掲載している。 

→（種田委員） 

団体が事業をして、そこに手話通訳の配置を依頼するとお金がかかる。市のお 

金でそれをしてもらえると助かる。工賃の面も未だコロナの打撃を受けているの

で拡充等お願いしたい。 

→（野村委員） 

今の話に関して事例共有です。以前公民館で音楽会がありましたが、そこで点 

字図書館が配慮して視覚障がい者の専用枠を設けました。逆に、一般枠もあるわ 



 

けですが、一般枠に視覚障がい者が申し込んだときにそれは受け付けられません 

ということがありました。 

（松井委員） 

事業番号５７発達障がい者への支援体制の充実について、広域的な支援人材と 

いう文言が出てきますがこれは誰をさすのか、補足説明がほしい。 

→（事務局：臼井） 

国で発達障がいの支援方針の様子を見ながら県ナビゲーションとかながわエー 

スと人材面で連携していくことがあろうかと思う。市も発達の相談事業所を立ち 

上げる予定がある。 

→（事務局：吉田） 

広域的人材育成は今年初めての取組で、国立のぞみの園が事務局及びコーディ 

ネータになり、事業所に行って体制整備をするなどの新しい仕組みです。地域に 

発達支援を担える人材育成ができていないことを問題視したところから始まった 

事業です。 

 （大郷委員） 

１０２番特別支援教育について、学級の生徒数とインクルーシブ教育のつなが 

りが見えない。そもそも市としてのインクルーシブ教育の目指す方向性は如何。 

→（事務局：臼井） 

市としては例えば物理的に学級を統合するのか、逆に分離を進めるのかという 

議論はあるが、教育委員会から具体的な是非はもらえていない状況。この項目で 

養護学校ではなく特別支援学級に注視したのは、障がいがある児童もない児童も、 

学校生活の場面を共有していくという点では養護学校よりその余地があると考え 

られたため。 

→（大郷委員） 

特別支援学級の生徒数の増加で進学の選択肢が確保されたことを評価するなら

ともかく、インクルーシブとは繋がらないのでは。 

→（倉垣委員） 

大郷委員に同意します。健常者と障がい者での交流がどれほどあるかが焦点。 

運動会や芸術鑑賞会だけの交流だけではなく、どういう特性の子とどういう遊び 

ができるか、一緒に給食を食べられるか等が重要。昔、横浜市で筋ジスの児童が 

普通級で勉強していた例もあった。工夫すれば普通学級と同じ部屋で勉強できる 

はずなので、市内や県内に留まらず他県等の先進事例を参考にされたい。 



 

→（事務局：臼井） 

インクルーシブ教育は分離や統合、現状に大きなギャップあると認識している。 

いずれも一足飛びに変革はできないので、次の３年間にどうつなげていくかをご 

意見いただければと思う。今のご指摘も踏まえて教育現場の実態報告も含め準備 

していきたい。 

（髙山代表） 

ＫＰＩの全体を通して目標がどうしても漠然としがちで、そこの輪郭を強調す 

るのが留意事項欄であり、かなり重要な部分になる。ここは今後意見をいただい 

ていく流れになるかと思う。 

 

４ その他 

（１）次期ふじさわ障がい者プラン策定に向けた聞き取り調査及びアンケート調査

について（資料３－１、３－２） 

（種田委員） 

資料３－１対象団体１２とあるが、連絡会に加入している音は８団体。未加入 

団体も含めるので「等」と末尾に入れてほしい。団体名の害の字は漢字表記。 

→（事務局：臼井）訂正する。 

（野村委員） 

アンケートについて、支援者、支援団体は対象になるか。また一般市民層が対 

象に入っていない。あるいは一般層向けのアンケートはまた別に予定があるのか。 

→（事務局：臼井） 

支援者サイドへの聞き取りはしたいという思いはある。一般層に関しては仮に 

 実施した場合、どうしても質問文が漠然とした設定にならざるを得なくなる。主 

観で答える質問項目になると、自分は障がい理解があると思っていても、それは 

自己評価になってしまい相対的にはどうなのかという点もある。 

（小野田委員） 

障がい福祉サービスを使っていて要介護が出たパターンについて、可能であれ 

ばケアマネ連絡会や包括が聞き取り対象にしてもよいのでは。 

→（事務局：臼井） 

組織としては連絡会を通じてお話を伺っていく。 

 （小野田委員） 

オンライン上のアンケートは対象者数を無制限（該当者全員）にできないか。 



 

→（事務局：臼井） 

前回の設計としては、行きの案内は無作為抽出した対象者へ、戻り（回答）は 

オンラインで回答も可能と案内している。標本数の設定など色々考慮事項が多々 

あるので検討する。 

（鈴木委員） 

資料３－２のアンケート調査に関して、高齢者だと特に郵送での返送自体が難 

しい。電話での回答は検討できないか。 

→（事務局：臼井） 

電話も受付している。 

（２）令和７年度会議開催スケジュールについて（資料４） 

   資料の通り。会議室用意の都合上現段階では暫定案の予定になる。 

（３）ケアラー支援条例について（資料５） 

資料のとおり情報共有。 

（４）藤沢市精神保健福祉公開講座について（資料６） 

資料のとおり情報共有。 

（５）地域福祉シンポジウムについて（資料７） 

   資料のとおり情報共有。 

（髙山代表） 

障がい者プランではわかりやすい版を作成したところだが、法律、制度、条約 

等のわかりやすい版の作成検討はあるか。 

→（事務局：臼井） 

議員提案の条例なので、条例ができて今後具体的に内容を詰めるため協議会を 

立ち上げることになっているので、その点も含めた議論はそちらで進むかと思い 

ます。所管課は地域共生社会推進室です。 

（野村委員） 

要約筆記体験会チラシについて周知。 

（村松委員） 

ケアラー条例に関して、在宅中心のケアが困難化している中でこの条例ができ 

たことには意義がある。このことをモニタリングにも反映したらよいのではない 

かという部分が数点あったので、今後要望として挙げていきたい。 

（事務局：田口） 

デジタル市役所構想の一環であるポータルサイトふじまど及び障がい者のサポ 



 

ートページの開設を周知。 

 

５ 部長挨拶 

 

閉会 

 

【次回開催日程】 

２０２５年（令和７年）５月中旬（予定） 

 

以 上  



資料２－1 

 

２０２５年（令和７年）１月７日（火） 

１０：００～１１：３０ 

藤沢市役所本庁舎８階８－１会議室 

 

令和６年度藤沢市障がい者総合支援協議会 第３回相談支援部会 

要点議事録 

 

出席：佐藤委員、紀井委員、沼井委員、奈良委員 

オブザーバー：奥田（北部障がい者地域相談支援センターかわうそ） 

坂本（東南部障がい者地域相談支援センターおあしす） 

事務局：障がい者支援課（田口、安井、白戸） 

    ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田、梶木） 

 

１ 第１回、第 2回相談支援部会のふりかえり（資料１）  

 

２ 安全安心プランを作ってみてどうだったか（ふりかえり） 

  各自、安全安心プラン作成した感想を出し合い意見交換を行った。 

 〇感想 

（主な意見） 

  ・自宅にいる時を想定して記入してみたがグループホームや日中活動先を含めどこで被災 

するか分からない中でイメージが付きにくいと感じた。（生活拠点が自宅とグループホ 

ーム２ヶ所ある場合は２種類作成するのかなど） 

・通勤中の被災する可能性があるなかで記載する項目がない。自宅外を想定したプラン作 

成も必要ではないかと感じる。 

  ・民生委員との関わり方等作成を通じて対象者が地域と繋がりを持つきっかけになれば良 

いと考える。 

  ・他者との関わりが苦手な方のプラン作成において本人の希望をどこまで反映出来るか、 

また住宅の築年数や耐震性などご本人が知り得ない情報をどこまで収集出来るかが課 

題だと感じた。 

  ・・安全安心プランを作成することで避難行動に対する意識や考えを整理するツールと捉え 

てもらえると良いのではと思う。 

  ・・護者者の立場として記入するにあたって文書で子どもの様子を伝えることの難しさを感 

じた。 

→現時点でのプラン作成は避難前と後の支援方法が混ざり合った形になっているため区 



別化する必要があり、今後改定する上でのポイントとなることを共有した。 

 〇今後の展開 

 安全安心プラン作成のための研修会を企画し、作成のプロセスとポイントを確認するた

めの模擬面談等の動画を制作し配信を予定している。 

 

３ 今年度の取り組みの整理および次年度について（資料２） 

  ・計画相談支援・障がい児相談支援の推進について参考資料として令和６年１２月時点の

計画数を提示し現状を報告、必ずしもセルフプラン率だけで推進がなされていないと捉

えることは出来ないことを共有した。（委託相談支援事業所との関わりのある方もいる） 

・国の方針ではサービス利用者全ての人に計画相談員付くことが望ましいとされているが

児童の場合は児童発達支援事業所や放課後等デイサービスが個別支援計画等の作成や

支援会議を開催するケースもあり、必要な人に行き届くことが重要である。 

・相談支援専門員がつくことによって新たなサービス利用に繋がることや定期的に話を聞

いてくれることで現状や希望を客観的に文章化してもらえるメリットがある。 

・次年度については緊急時の支援体制強化や個別相談支援の充実を踏まえて事務局より相

談支援体制の評価・充実のための「地域生活支援拠点等への提案」をテーマの１つとす

ることを示し了承されている。 

 

以上 

【配布資料】 

       次第 

資料１  第１回、第 2回相談支援部会のふりかえり 

今年度の取り組みについて整理 

資料２  マンダラート 

参考   専門部会委員名簿 

参考   令和６年１２月時点の計画数 

参考   安全・安心プラン（様式） 

 

 

 

【次回開催日】 

２０２５（令和７）年４月もしくは５月  



資料２－2 

 

令和６年度 藤沢市障がい者総合支援協議会 第３回 連携支援部会 要点議事録 

 

日時：２０２４年（令和６年）１２月７日（月） 

午後２時００分から午後４時００分まで 

 

開催場所：藤沢市役所本庁舎２階５－１会議室（対面及びＷＥＢ会議） 

 

出席：妹尾代表、種田委員、宮久委員（代理）、村松委員、深見委員、 

（オブザーバー）保田氏 

事務局：障がい者支援課   田口、伊原 

    ふじさわ基幹相談支援センター 梶木 

 

１ 報告事項 

（１） 前回議事録の確認 

妹尾部会代表より資料１に沿って説明 

 

２ 協議事項 

（１） 教育・多職種連携に係る課題抽出について 

第１回、第２回連携支援部会において課題として抽出された「福祉と教育部門と

の連携不足」、「養護（支援）学校卒業後を見据えた福祉と教育の支援の連続性に

ついて」追加資料のワークシートを使用し、制度の移行期（いわゆる児者切り替

え時期）の連携においてうまくいっていないことを「支援者間の連携」や「制度

間の連携」の視点で総合支援協議会の助言（課題を明確にする）をもとに考えを

共有した。 

（主な意見） 

・学校卒業に伴う環境の変化（送迎場所や時間が変わること）が想定される場面

において学校側と事業所側が連携して取り組む機会が少ないため支援の継続が

難しいと感じることがあるため、在籍時から学校との連携が大事になる。 

・支援には見立てが必要であるが教育機関とすり合わせを行う場が少ないと感

じる。これは制度間の連携不足であり、研修等を通じて共通言語を持ち合わせら

れればより良い本人の支援に繋がって行くと考えられる。 

・相談支援の場において進路担当教諭と担当教諭の意見が統一されていればよ

り良い支援につながると感じている保護者の意見があった。また不登校の生徒

の進路について事前に情報共有できる機会の場の必要性を感じる意見もあった。 



 

 

・学校によって担当窓口が違うことで誰と連携を図れば良いのかが分からない

ため、 

  明確になれば進路に伴う生活スタイルの変化について共有出来るのにと感じる。 

  ・学校には行かれていないが放課後等デイサービスには通っている生徒さんの様子

を 

訪問という形で把握して頂きたい。 

・学校内で福祉サービスを利用するためのルールについて学校側が柔軟に対応し

て頂 

ければより良くなるのではと感じる。 

・学校に所属していない子供の行き場所として日中一時支援があるがそもそも事

業所 

が少ないのが実態である。 

（2）解決のための方策 

  （主な意見） 

・教育分野における合理的配慮は義務教育や公立では浸透しているがまだまだ配

慮が 

なされていないと感じる。学生が主体的にボランティアサークルを立ち上げた際に

支 

援が受けられる環境等の整備があれば良いのではないか。 

・児者切り替え時の引き継ぎ書類の内容が大雑把でわかりづらいとの意見ある一

方で 

学校側が卒業後の利用先に直接出向いて支援内容を共有している所もある。 

  ・かつては受け入れ事業所（生活介護事業所）が卒業前に学校へ出向きご本人の様

子を 

知る機会を作っていた。連携は続けていくこと大事であり、引き継いで終わりでは

ない。 

出てくる情報（学校側）と欲しい情報（事業所側）が一致（すり合わせ）できる環

境が 

必要であり、各支援者が共通言語を持つことが連携にとって必要不可欠だと考える。 

・服薬情報等、命にかかわる事柄についての共通言語は必要だが日常生活において

は本 

人中心の考えがあれば必ずしも必要ではないと思う。 

・共通言語の概念は各々人によって違うこともあり得るため、共通理解と捉えるこ

とが 



 

 

大事である。 

（3）今年度のまとめと次年度の計画について 

  教育と福祉ともに連携の重要性を理解しつつもお互いに歩み寄る環境が少ないこ

とを 

ふまえて「違う考え方であってもお互いの立場や役割を尊重し合いながら配慮すべ

き 

ことについての共通理解が必要」とのまとめと共に次年度の取り組みとして卒業後

の 

情報共有について有識者（教育分野）の見解や現状を聞く機会を設けるにあたり推

薦者 

がいる委員は事務局に知らせて頂くこととなった。 

 

３ その他 

 宮久委員より 2/6（木）10：00から藤沢市役所分庁舎にて社会福祉法人光友会（おそ

ご 

うこころのクリニック）主催の講演会開催のお知らせあり。 

 

 

次回連携支援部会開催日 

次年度 

 

【配布資料】 

資料１  令和 6年度第２回連携支援部会要点議事録 

資料２  次第 

資料３  マンダラート（藤沢市_課題の可視化）（第２回後再整理版） 

追加資料 ワークシート 



資料２－３ 

2024年（令和 6年）12月 13日（金） 

１３：３０～１５：００ 

藤沢市役所本庁舎 2階 2－1会議室 

 

令和６年度藤沢市障がい者総合支援協議会 第 3回就労支援部会 

要点議事録 

 

出席：船山部会代表、渡部委員、八十島委員、 

澤野委員（zoom参加）、鈴木総合支援協議会副代表（zoom参加） 

欠席：新城委員、角田委員 

オブザーバー：内野様（藤沢商工会議所）、杉本様（ハローワーク藤沢） 

       及川様（行政機関 藤沢市役所経済部産業労働課） 

事務局：障がい者支援課（臼井、星野、田口、岩本、三浦） 

    ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田） 

                        

１ 報告事項 

（１）第２回就労支援部会要点議事録（資料２） 

 ・船山部会代表より、資料に沿って説明した 

・各部会の要旨及び論点の再確認をした 

（２）第２回藤沢市障がい者総合支援協議会実施概要（資料３） 

 ・船山部会代表より、資料に沿って説明した 

 ・報告事項、協議事項について要旨を説明した 

・部会同士の議題や課題のキャッチボールを意識した報告があり、今後の部会間の連携

を活用した創意工夫に基づく取り組みが期待できる旨の報告をした 

（３）障がい者職場体験受入れに関するアンケート調査票（資料４～５） 

 ・事務局より、資料に沿って説明した 

 ・第２回部会で確認したアンケート内容について、商工会議所様から多大なご尽力をい

ただき、市内の役員企業及び大手企業様へアンケート回答の依頼を実施した。現在ア

ンケートの集計中であることを報告した 

 ・今回のアンケートは、障がい者の職場体験受入れについて、「可」「非」の二択ではな

く、「悩んでいる」項目を設定して、内容により「可」に成り得る企業様として考え、

今後個別にアプローチしていくことを想定している 

 

２ 協議事項について 

（１）障がい者職場体験受入れフロー（案）（資料６）  

 ・船山部会代表よりフローについて詳細を説明した 



 ・アンケートより実習可能企業に対して事務局でアプローチを予定している 

  → 職場体験の希望者を募る → 事務局でマッチング → 実習 

  → 振り返り 

 ・委員より、職場実習の際にご本人（希望者）が入る保険についてはどのように 

考えていくか？ 

 ・場合によっては、保険をかけていない事業所（部分的に）もないとは言えない状況の 

中、受け入れ側のリスクとしても保険は徹底していくべきではないか 

 ・今回の事業を進めていくにあたり、主たる運営については事務局が担っていくことを 

想定している 

 ・今回の事業については、企業の開拓という側面と、ご本人（希望者）の体験と経 

  験の確保、の両側面を担っている 

 ・今回の事業に関する費用負担（保険、企業への受け入れ報酬、交通費、付添い 

職員の保証、など） 

 ・今回の事業をきっかけに、障がい者雇用を検討している企業が、実際に障がい者雇用

を 

している企業や事業所を見学できる仕組みがあっても良いのでは？ 

 ・集計中のアンケート結果の内容も踏まえて、今後に向けた検討を進めていくこととす

る 

 

 次年度以降の取組みに活かしていく為に、いただいた意見を整理して次年度の検討課題

としていくことを確認した 

 

（２）協議事項 検討シート（資料７） 

  ・協議事項検討シートについては、議題３につなぐ資料として説明した 

 

３ 令和７年度就労支援部会への引継ぎ事項について 

 ・船山部会代表より、次年度から開始予定の「就労選択支援」についての情報発信や 

  具体的なサービス提供について、部会として協議していく必要性はないか？ 

 ・「就労選択支援」については、支援を受ける人と受けない人との違いはあるのか？ 

今後は、他事業へも派生していくのか？ 

 ・現段階では、学校やハローワーク（就労）等の分野では「就労選択支援」という言葉

は 

ほとんど聞かないし、情報もない状況 

 ・「就労選択支援」に伴い、就労アセスメントが行われることになっている。 

事務局としては、どの従事者が行っても均一な結果が出るような、スキルと知識を、 

就労支援に携わる従事者には持っていただきたいと考えているので、次年度について



は、就労アセスメントの平準化に関する検討をしていくべきと考えている。 

 

  次年度への引継ぎ事項としては、職場体験事業の継続検討及び実施に向けた検討、就

労選択支援の導入に際して、就労アセスメントの平準化に向けた検討、を軸に部会を

運営していくことを確認した 

 

４ その他 

ふじさわ障がい者お仕事フェアについて（参考資料） 

 ・資料に基づき、説明および周知を行う 

 

障がい福祉サービスの事業所継続について 

 ・昨今、就労Ａ型事業所の倒産が相次いでおり、数千人単位の社員が解雇されるという

状況 

が起こっています。グループホームの連座制に伴う一括壌土など、今までに例を見な

い状況も起こっていることを共有するための情報提供を総合支援協議会で行う予定

である 

 

以 上 

【配布資料】 

     次第 

資料１  専門部会委員名簿 

資料２  第２回就労支援部会要点議事録  

資料 3  第２回藤沢市障がい者総合支援協議会実施概要  

資料 4  商工会議所 役員企業様向け依頼文 

資料 5  障がい者職場体験受入れに関するアンケート調査票 

資料 6  障がい者職場体験受入れフロー（案） 

資料 7  協議事項 検討シート 

参考資料 ふじさわ障がい者お仕事フェアチラシ 

当日資料 障がい者雇用促進センター事業チラシ 

 

【次回開催予定日】           

    2025年（令和 7年） 予定 



資料２－4 

２０２５年（令和７年）１月８日（水） 

１０：００～１１：３０ 

藤沢市本庁舎８階２-１会議室 

 

令和６年度 藤沢市障がい者総合支援協議会 第３回生活支援部会 

要点議事録 

 

出席：戸髙委員、飯塚委員、島村委員、神保委員、西岡委員 

欠席：向井委員  

事務局：障がい者支援課 （田口、永井、飯沼、石崎） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく （吉田、高田） 

 

１ 報告事項 

   前回議事録の確認 

 

２ 協議事項 

（１）日中サービス支援型グループホームの評価について（資料１、２、参照） 

  ・事務局より資料について説明、GH ふわふわへ訪問してのヒアリングの報告をしたのち、報

告・評価シートを見ての質問やご意見を伺う。  

 

（主な質問やご意見） 

 ・資料１の短期入所の受け入れについて、ある事業所では利用率が１２０～３０％となってい

るがどういうことか。 

   →（事務局）前日夜間から当日夕方まで利用ののち、当日夜から利用など、１日に２人利

 用することがあることから、利用率にすると１００％を超えることがある。 

 ・ヒアリングには現場の職員の声も反映させてもらいたい。 

 ・日中支援型の特徴的な点を評価するとの認識だったが、事務局として今後どのようなところ

に視点を置いて調査するのか。 

   →（事務局）その方のニーズに合った生活を提供できているかという視点で評価していき

たい。ただ評価するだけでなく実態の把握、課題感を拾い上げ、質の向上を図ることを目

的としたい。  

 ・常時医療的ケアの必要な方も GH に入居されていることが分かった。あわせて、ど 

のようなケアをされているのか、訪問看護で対応可能なのか聞きたい。 

 ・直近１年の入退去状況の項目について、１年で退所している方もいる。退去の原因を 

知りたい。 

・生活介護等の日中活動を利用されている方が多く、利用者からすると生活と活動の場が離れ



ている事は望ましいと感じた。 

 

・ 日中の活動内容については GH 毎に違いがあると思うので今後確認したい。 

・ 日中の活動についてどのように意思確認されているか知りたい。 

・ 体験的利用を積極的に受け入れていることは評価したい。 

・ 地域との接点や余暇活動を通じた社会との関わりのあり方についても確認したい。 

・ 若年層などへの利用者拡充については評価したい 

・ 日中含め夜間についても人員を確保していることは評価できる。 

・ 質の高い支援に向けた人員の確保や職員の定着についての取り組みをお願いしたい。 

・ 地域住民との交流の機会を提供している事は良いと感じた。 

・ 実習生やボランティアの受け入れを生活の場という点に配慮した上で積極的に受け入れて

いることは評価できると感じた。 

・ 地域事情に伴い、地域との交流が困難な地域もあるので、その際は行政の支援を期待した

い。（地域連携推進会議の設置及び運営含む） 

・ 居住者が地域の住民として定着するための取り組みを期待したい。 

・ 看護師の常駐や医療体制の確立については拡充してほしい。 

・ 訪問診療や訪問看護を積極的に活用している点は良いと思う。 

・ 短期入所の受け入れやレスパイトとしての利用も積極的にされていると感じた。 

・ BCP の作成について積極的に取り組んでいることは評価するが、今後は活用した研修及び

職員への周知を行ってほしい。 

・ BCPに基づく備蓄のリストなどを共有してほしい。 

・ 研修の実施については評価するが、外部講師を招へいした研修の実施なども行うと良いの

ではないか。 

・ 防災訓練の実施については評価するが、地域の防災や自治体と一緒に行うなど、より内容

の充実を図ってもらいたい。 

・ 利用者の多くが計画相談を利用しており、他のサービス事業者との連携ができ良いと感じ

た。 

・ 個別支援計画の向上と多職種との連携に対する意識の向上を期待したい。 

・ 質の高い支援を担保するような職員の専門性や勤務形態を確認したい。 

・ 障害種別の詳細を確認したい。 

・ GHとして対応できない障がいや行動などはあるのか確認したい。 

・ 居住者の年齢層や、重度化、高齢化に向けた対応を確認したい。 

 

（２）今年度の協議事項と次年度の計画について（資料３、４） 

 

・日中サービス支援型のヒアリングについては今年度中に数カ所、次年度中に全ての実施 

 を予定している。 



・介護包括型についても実態が分かっていない部分があるのでアンケートを実施し実態を 

把握していく必要があるのではないか。ただ把握するだけでなくそこから課題を抽出し、 

居住についての提案ができるような質問項目を部会で話し合い、精査していきたい。 

                                      以上 

 

【配布資料】 

次第 

資料１ 日中サービス支援型共同生活援助 報告・評価シート 

資料２ 日中サービス支援型共同生活援助 利用者の動向 

資料３ 協議事項 検討シート（重度化・高齢化） 

資料４ 協議事項 検討シート（日中支援型グループホーム） 

参考資料 第２回 生活支援部会 要点議事録 

 

 

                     【次回開催日】 

２０２５年（令和７年）４月予定 



１　施設概要

定員数（共同生活援助） 144人

定員数（短期入所） 13人

共同生活住居数（事業戸数） 96戸

人員配置 日中 夜間

世話人 77人 28人

生活支援員 30人 21人

２　利用者状況

障がい種別 人数 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
車椅子

利用

医療的

ケア

ＧＨ内で日中

を過ごす

身体障がい 35人 0人 0人 1人 7人 9人 18人 23人 3人 13人

知的障がい 63人 1人 3人 6人 18人 26人 9人 6人 14人

精神障がい 35人 0人 4人 15人 11人 5人 0人 0人 14人

難病等 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人

合計 134人 1人 7人 22人 36人 40人 28人 29人 3人 41人

支給決定市町村

取得加算状況

・GH内で主にどのような日中サービスを提供しているか。

３　利用者の主な日中

　　の活動について

藤沢市　　　　　79人 藤沢市外　55人

医療連携体制加算　人員配置体制加算　夜勤職員加配加算　処遇改善加算

昼食の提供、服薬管理、バイタル管理、排泄介助、入浴介助、通院同行、レクリエーションは共通して実

施。

一部のGHにおいては、卓球、園芸等のクラブ活動を実施。

前項「２　利用者状況」記載の利用者のうち、外部の日中活動サービスの利用者人数：　　　75人

・外部の日中活動サービス等の利用人数及び内容について

報告・評価シート（市内事業所とりまとめ） 

生活介護、就労継続支援B型、通所リハビリテーション、デイサービス、同行援護、移動支援、訪問介護

４　利用者に対する

　　地域生活の支援

　　状況について

５　支援体制の確保に

　　ついて

共通して、買い物、通院に関わる支援を実施。

・利用者に対して外出や余暇活動の支援の事例

・体験的利用等のニーズに対応しているか。

・夜間支援の具体的内容

・日中・土日を含めた常時の支援体制が確保されているか

満床の事業所を除き、体験利用を実施しており、そのまま本契約につながったケースもあった。

共通して日勤、遅番、夜勤体制をとり、常時の支援体制は確保させている。

ただし人員確保が難しいため、最低限の人員体制で実施している事業所もある。

定時巡回、就寝介助、排泄介助、日勤への情報共有

資料3-1
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・家族や地域住民との交流の機会が確保されているか。

・実習生やボランティアを積極的に受け入れているか。

受け入れ人数 　　4　人 14　人

・医療機関との連携はどのようにしているか。

・地域で生活する障害のある方を積極的に受け入れているか。

9　感染症対策、業務

　継続計画について

10　虐待防止対策

11　非常災害対策

12　相談支援事業者や他のサー

ビス事業所との連携状況につい

て

共通して定期的な防災訓練、避難訓練を実施している。

利用者自身や、取り巻く環境の変化についてご本人のご意向を踏まえ主治医、計画相談支援、訪看、通者

先、ご家族、後見人等必要に応じて集まり解決策を模索している。

８　短期入所の併設に

　　ついて

市内事業所共通して、受け入れている

・緊急・一時的な支援等の受け入れに対応しているか。

介護者の入院など自宅でケアができない場合に対応している。また介護者のレスパイトを目的に受け入れて

いるケースもある。

市内９事業所共通して業務継続計画策定済み。

また感染症等対策の研修を実施、参加している

共通して定期的な虐待防止委員会の開催や研修を実施している。

６　地域に開かれた

　　運営について

７　利用者の健康管理

　　について

家族との交流については、共通して実施している。

地域住民とは、地域主催のイベント、事業所主催のイベントを通じ交流をしている。

しかし、事業所立ち上げから日が浅いことや、事業所所在地の自治会が活動していないことから交流機会を

作れていない事業所もある。

共通して定期的な訪問医療、訪問看護を導入していいる。

実習生受け入れ事業所：１カ所

福祉障害業界を目指す学生に2日の日程にて利用者とのふれあいや個別案件の検討を実施

ボランティア受け入れ事業所：５カ所

読み聞かせ、体操プログラム、野菜作り指導などのボラティアに参加している

実　習　生： ボランティア：

2



N パーセント N パーセント N パーセント

125 12.4% 883 87.6% 1008 100.0%

1級 2級 3級 4級 A1 A2 B1 B2

度数 18 13 1 3 0 1 0 0 36

4_1障害種別➀ の % 50.0% 36.1% 2.8% 8.3% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 100.0%

度数 0 1 0 0 14 19 15 5 54

4_1障害種別➀ の % 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 25.9% 35.2% 27.8% 9.3% 100.0%

度数 6 25 2 0 0 1 0 1 35

4_1障害種別➀ の % 17.1% 71.4% 5.7% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 2.9% 100.0%

度数 24 39 3 3 14 21 15 6 125

4_1障害種別➀ の % 19.2% 31.2% 2.4% 2.4% 11.2% 16.8% 12.0% 4.8% 100.0%

N パーセント N パーセント N パーセント

4_3障害種別➁ * 4_4

➁障害等級
22 2.2% 986 97.8% 1008 100.0%

1級 2級 3級 4級 A1 A2 B1 B2

度数 0 0 0 1 7 2 1 1 12

4_3障害種別➁ の % 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 58.3% 16.7% 8.3% 8.3% 100.0%

度数 5 4 1 0 0 0 0 0 10

4_3障害種別➁ の % 50.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

度数 5 4 1 1 7 2 1 1 22

4_3障害種別➁ の % 22.7% 18.2% 4.5% 4.5% 31.8% 9.1% 4.5% 4.5% 100.0%

有効 98

欠損値 36

134

パーセンタイル 100 4.00

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なし 71 53.0 72.4 72.4

発達障害 19 14.2 19.4 91.8

高次脳機能障害 7 5.2 7.1 99.0

重症心身障害 1 .7 1.0 100.0

合計 98 73.1 100.0

欠損値 システム欠損値 36 26.9

134 100.0

9_計画相談有無

有効 134

欠損値 0

237.00

パーセンタイル 100 2.0000

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なし 31 23.1 23.1 23.1

あり 103 76.9 76.9 100.0

合計 134 100.0 100.0

9_計画相談有無

有効

度数

合計

合計

5_発達・高次脳_重心の有無

有効

合計

度数

合計

4_3障害種別➁ と 4_4➁障害等級 のクロス表

4_4➁障害等級

合計

4_3障害種別➁ 知的障害

精神障害

5_発達・高次脳_重心の有無

処理したケースの要約

ケース

有効数 欠損 合計

合計

4_1障害種別➀ と 4_2①障害等級 のクロス表

4_2①障害等級

合計

4_1障害種別➀ 身体障害

知的障害

精神障害

資料３－２

処理したケースの要約

ケース

有効数 欠損 合計

日中サービス支援型共同生活援助　利用者の動向（市内とりまとめ）

4_1障害種別➀ * 4_2

①障害等級

1 



10_日中活動

有効 120

欠損値 14

632.00

パーセンタイル 100 9.0000

度数 パーセント
有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

就労 1 .7 .8 .8

就労移行支援 1 .7 .8 1.7

型就労継続支援B 18 13.4 15.0 16.7

生活介護 63 47.0 52.5 69.2

通所介護 1 .7 .8 70.0

リハビリテーション通所 1 .7 .8 70.8

デイサービス 1 .7 .8 71.7

日中一時支援 1 .7 .8 72.5

グループホーム 33 24.6 27.5 100.0

合計 120 89.6 100.0

欠損値 システム欠損値 14 10.4

134 100.0

11_通院*2

12_医療的

ケア*3

13_夜間対

応*4

有効 134 134 134

欠損値 0 0 0

248.00 161.00 229.00

パーセンタイル 100 2.0000 2.0000 2.0000

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なし 20 14.9 14.9 14.9

あり 114 85.1 85.1 100.0

合計 134 100.0 100.0

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なし 107 79.9 79.9 79.9

あり 27 20.1 20.1 100.0

合計 134 100.0 100.0

度数 パーセント

有効パーセ

ント

累積パーセ

ント

なし 39 29.1 29.1 29.1

あり 95 70.9 70.9 100.0

合計 134 100.0 100.0

有効

度数

合計

合計

11_通院*2

11_通院*2

有効

有効

12_医療的ケア*3

有効

13_夜間対応*4

度数

合計

10_日中活動

2 



別紙５

事業者名

指定日 年 月 日

所在地

定員数（共同生活援助）

定員数（短期入所）

共同生活住居数

種別 人数

身体障がい

人

知的障がい

人

精神障がい

人

難病等

人

合計 人

区分１，２の利用者がいる

場合

直近1年間の入退去状況

支給決定市町村

取得加算状況

（案）

【 事業所記入欄】

日中

生活支援員

人

報告・評価シート
【報告日　　　　　年　　　月　　　日】

【評価日　　　　　年　　　月　　　日】

５　支援体制の確保に

　　ついて
・夜間支援の具体的内容

・体験的利用を積極的に推進していることを評価しま

す。今後、さらなる体験の場の確保をお願いしたい

・地域との接点や外出や余暇活動を通じた社会とのかか

わりの在り方について今後確認したいです。

・若年層などへの利用者拡充について評価

・日中の活動支援を含め、夜間についても人員を確保し

ていることを評価します。

・質の高い支援に向けた人員の確保や職員の定着につい

ての取り組みをお願いしたい。

・日中・土日を含めた常時の支援体制が確保されているか

（主な外部の日中活動サービスの種類について）

４　利用者に対する

　　地域生活の支援

　　状況について

・利用者に対して外出や余暇活動の支援に努めているか。

（GH内で過ごす利用者が充実した地域生活を送るために

行っている外出・余暇活動等の支援活動の事例について）

・体験的利用等のニーズに対応しているか。

（体験利用の事例について）

（これまでの体験利用者の人数）

（常時の支援体制確保状況の事例について）

人員配置

世話人

人

（常勤換算後）

前項「２　利用者状況」記載の利用者のうち、外部の日中活

動サービスの利用者人数：　　　人

１　施設概要

【市町村協議会等記入欄】

要望・助言・評価

夜間

生活支援員（夜間）

人

世話人（夜間）

人

人 人

入居者　　　　人

退去者　　　　人

　退去者の入居期間

ＧＨ所在市町村　　　　　人　　　　　　　　ＧＨ所在市町村外　　　　　　人

名

戸

【住居名を記載】

人

人

・外部の日中活動利用については、居住の場と活動の場を分

けるという姿勢を評価します。

・日中の支援内容や活動について（頻度含む）、はグループ

ホームによる差異があることについて実態を今後確認したい

です。

・日中の活動について、ご本人の選択に際する意思決定のあ

り方について今後確認したいです。

（常勤換算後）

人

（常勤換算後）

人

（常勤換算後）

項目

項目
【 事業所記入欄】

具体的な内容

・GH内で主にどのような日中サービスを提供しているか。

（日中をGH内で過ごす利用者に対してどのような支援・

　サービスを提供しているのかについて）

【住居名を記載】

３　利用者の主な日中

　　の活動について

２　利用者状況

（令和　年　月　日

　現在）

【住居の内訳】 【定員数の内訳】

名

名【住居名を記載】

・外部の日中活動サービス等の利用人数及び内容について

内訳

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　　　人

区分３　　　人、区分２　　　　人、区分１　　　人

（うち車椅子利用　　人・医療的ケア要　　人・ＧＨ内で日中を過ごす　人）

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　　　人

区分３　　　人、区分２　　　　人、区分１　　　人

（うち車椅子利用　　人・ＧＨ内で日中を過ごす　人）

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　　　人

区分３　　　人、区分２　　　　人、区分１　　　人

（うち高次脳機能障がい　　人・その他　　　人、ＧＨ内で日中を過ごす　人）

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　　　人

区分３　　　人、区分２　　　　人、区分１　　　人

（ＧＨ内で日中を過ごす　人）

※具体的な状態（なぜ日中サービス支援型を利用しているのか）を記載してください。

資料3-3
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別紙５

・BCPの作成について積極的に取り組んでいることを評価し

ます。

・BCPの作成にとどまらずBCPを活用した研修及び職員への

周知を希望する

・研修の実施に関しては評価します。

・外部講師の招へいや虐待の実態調査（行政からの公表）に

関する情報の共有等、さらなる意識の向上を望みます。

・防災訓練及び避難訓練の実施については評価します。

・訓練に地域の防災や自治体と一緒に行うなどのさらなる充

実を希望する

・BCPに基づく、備蓄（食料や飲料水、衣料品や日常生活に

必要な備品、等）のリストなどを共有してほしい

受け入れ人数

実　　習　生：　　　　　人

ボランティア：　　　　　人

（受け入れの事例を記入）

11　非常災害対策 （防災訓練日　内容）

（受け入れ状況について）

・緊急・一時的な支援等の受け入れに対応しているか。

項目
【 事業所記入欄】

具体的な内容

・利用者の多くが計画相談を利用しており、他のサービス利

用者との連携ができていることを評価します。

・個別支援計画の質の向上と多職種との連携に対する意識の

向上を期待します。（相談支援事業所を活用した、研修の企

画実施、等）

・職員の常勤と非常勤の割合を今後確認したいです。（質の

高い人材を確保していくことが課題）

・職員の専門性について（質の高い支援を提供するための専

門性の確保、資格の有無、など）の方策を今後確認したいで

す。

・聴覚障害や発達障害、といった障がい種別の詳細が今後確

認したいです。（行動援護の対象者含む）

・医療的ケアの受け入れについて、どの様なケアが行われて

いるのか今後確認したいです。（医師、看護師、職員、によ

る）

・グループホームとして、対応できない障がいや行動などはあ

るのか今後確認したいです。

・居住者の年齢層が今後確認したいです。

・重度化、高齢化に向けた対応を確認したいです。

・地域住民との交流については、地域イベントに参加するな

どして、地域での交流の機会を確保していることを評価しま

す。

・地域事情に伴い、地域との交流が困難な地域もあるので、

その際は行政の支援を期待します。（地域連携推進会議の設

置及び運営含む）

・実習生やボランティアの受け入れを、居住する場所（家）

という視点で配慮しながら積極的にとりくんでいることを評

価します。

・居住者が地域の住民として、定着するための取り組みを期

待します。

・看護師の常駐や夜間の医療体制の確立について拡充してほ

しい。

・訪問診療や訪問看護の積極的な活用を評価します。

・短期入所の受け入れについて、積極的に活用していること

を評価します。

・また緊急時、レスパイトとしての利用も積極的に行ってい

ることを評価します。

・若年層などの体験利用の拡充を希望します。

【市町村協議会等記入欄】

要望・助言・評価

14　その他
(市町村等において事業者に対して追加の確認がある場合、

追加の質問事項等をこちらに記載してください。)

・地域で生活する障害のある方を積極的に受け入れているか。

13　自己評価 （1年間を振り返り、事業所としての課題などについて）

9　感染症対策、業務

　継続計画について

（令和6年度から義務付けらる点。現状の措置や計画につい

て）

10　虐待防止対策 （研修・虐待防止委員会の開催日、参加者、内容）

12　相談支援事業者や

他のサービス事業所と

の連携状況について

（具体的な連携状況の事例について）

（緊急・一時的な支援等の受け入れ事例について）

８　短期入所の併設に

　　ついて

７　利用者の健康管理

　　について

・医療機関との連携はどのようにしているか。

（地域の医療機関との連携状況、医師・看護師の訪問状況、

利用者の日々の健康チェック方法の記入）

６　地域に開かれた

　　運営について

・家族や地域住民との交流の機会が確保されているか。

（交流機会の事例等を記入）

・実習生やボランティアを積極的に受け入れているか。
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日中サービス支援型共同生活援助　報告・評価シート（各事業所報告分）

事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

１　施設概要

指定日 2018/4/30 2020/1/1 2020/3/1 2020/6/1 2021/6/1 2023/4/1 2021/12/1 2023/7/1 2023/8/1

所在地 藤沢市今田741-5 藤沢市下土棚1102-6 藤沢市葛原2236-6 藤沢市菖蒲沢1203-2 藤沢市大庭5308-1 藤沢市大鋸3－11－15 藤沢市菖蒲沢1235 藤沢市下土棚1706-47 藤沢市柄沢2-2-2

定員数（共同生活援助） 9人 19人 18人 20人 20人 9人 20人 20人 9人 144人

定員数（短期入所） 1人 1人 2人 2人 2人 1人 2人 1人 1人 13人

共同生活住居数（事業戸数） 9戸 1戸 1戸 22戸 1戸 10戸 22戸 21戸 9戸 96戸

人員配置

日中

世話人 9人 13人 3人 13人 12人 6人 10人 2人 9人 77人

生活支援員 2人 9人 3人 2人 3.8人 1人 3人 3人 3人 29.8人

（常勤換算後）

世話人 3人 6.9人 1人 2人 5人 2.8人 7人 2人 1.2人 30.9人

生活支援員 1.5人 6.7人 3人 1人 2人 1人 1.8人 2.5人 1.6人 21.1人

夜間 -

世話人（夜間） 6人 6人 2人 4人 4.1人 1人 1人 1人 3人 28.1人

生活支援員（夜間） 2人 2人 2人 1人 3人 4人 2人 2人 3人 21人

（常勤換算後）

世話人（夜間） 1.8人 4人 1人 2人 2人 1人 1人 1人 2.6人 16.4人

生活支援員（夜間） 0.2人 1人 1人 1人 1人 0.9人 1人 2人 2.3人 10.4人

２　利用者状況

区分６ 12人 2人 1人 1人 2人 18人

区分５ 1人 3人 2人 1人 1人 1人 9人

区分４ 1人 1人 2人 1人 2人 7人

区分３ 1人 1人

区分２ 0人

区分１ 0人

(合計) 1人 13人 7人 5人 2人 4人 3人 35人

車椅子利用 1人 13人 5人 1人 3人 23人

医療的ケア要 2人 1人 3人

ＧＨ内で日中を過ごす 8人 2人 1人 2人 13人

９事業所

合計

資料3-4

身体障がい

1



事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

区分６ 2人 1人 2人 3人 1人 9人

区分５ 4人 3人 5人 4人 3人 5人 2人 26人

区分４ 1人 4人 1人 2人 2人 8人 18人

区分３ 1人 2人 1人 1人 5人

区分２ 1人 2人 3人

区分１ 1人 1人

(合計) 1人 6人 9人 6人 12人 6人 10人 11人 1人 62人

車椅子利用 2人 1人 2人 1人 6人

ＧＨ内で日中を過ごす 1人 5人 3人 1人 4人 14人

区分６ 0人

区分５ 1人 1人 1人 1人 1人 5人

区分４ 2人 3人 4人 1人 2人 12人

区分３ 3人 4人 1人 3人 1人 3人 15人

区分２ 1人 1人 3人 5人

区分１ 0人

精神障がい(合計) 7人 0人 1人 7人 6人 3人 3人 3人 6人 36人

高次脳機能障がい 0人

ＧＨ内で日中を過ごす 7人 3人 1人 2人 1人 14人

区分６ 1人 1人

区分５ 0人

区分４ 0人

区分３ 0人

区分２ 0人

区分１ 0人

難病等(合計) 1人 1人

ＧＨ内で日中を過ごす 0人

利用者数合計 9人 19人 18人 18人 20人 9人 17人 17人 7人 134人

直近1年間の入退去状況

入居者　1　人

退去者　1　　人

　退去者の入居期間　3年9月

入居者　　　4人

退去者　　　4人

　退去者の入居期間 3名が2年以

上　1名が1ヵ月

入居者　　　　0人

退去者　　　　0人

　退去者の入居期間

入居者　　　　1人

退去者　　　　1人

　退去者の入居期間　2021年12

月1日～2024年6月23日

入居者　　　　人

退去者　　2　人

　退去者の入居期間：２年半・

10ヶ月

入居者　17　人

退去者　3　　人

　退去者の入居期間　約2か月～

半年

入居者　　　　7人

退去者　　　　1人

　退去者の入居期間　4月22日～

5月28日

-

ＧＨ所在市町村 9人 15人 12人 6人 12人 6人 8人 7人 4人 79人

ＧＨ所在市町村外 4人 6人 12人 8人 3人 9人 10人 2人 54人

支給決定市町村

知的障がい

精神障がい

難病等

2



事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

取得加算状況

医療連携体制加算・人

員配置体制加算・夜間

職員加配加算・処遇改

善加算

人員配置体制加算・福

祉専門職配置等加算・

看護職員配置体制加

算・福祉介護職員等処

遇改善加算

処遇改善加算 医療連携体制加算

（Ⅶ）、人員配置体制

加算（7.5：1）、帰宅時

支援加算、

福祉・介護職員等処遇

改善加算

-

３　利用者の主な日中の活動に

ついて

・GH内で主にどのような日中

サービスを提供しているか。

利用者の嚥下機能や疾

病に合わせた昼食の提

供。服薬管理、バイタ

ル管理、空調管理、排

泄介助、入浴介助、通

院同行。買い物支援。

着替え・食事・排泄・

入浴・移乗等の身体介

護や様々な家事支援の

他、居室やリビングで

個々に趣味や余暇活動

を楽しんでいただいた

り、ホームで企画した

余暇活動に参加していた

だいたりしている。

・生活に関わる全般

排泄、入浴、食事、掃

除、洗濯

・医療に関わる全般

地域医療の活用、連

携、服薬、体調管理・

維持、関係機関と連絡

調整　通所のスムーズ

な送り出し、帰所時の

サポート、通所先の予

定確認、遅刻欠席時の

対応

・相談機関との連携

・サービス提供状況の

把握、適正化

入浴・食事・通院同行 ご入居者様のペースに

合わせ掃除や洗濯等の

日常的な支援も行いつ

つ、毎月レクリエー

ション活動（季節に合

わせた行事）／飾り付

け、塗り絵、絵描き、

歌を歌うなどを行う

昼食の提供、通院同

行、買い物同行、行政

手続きの同行、

駅・自宅等への送迎、

余暇活動の同行、自炊

したい利用者と料理を

作るなど

毎食、おやつの提供と

入浴、排せつ介助、余

暇活動、通院介助

買い物同行支援、散

歩、テーブルゲーム、室

内体操

日中活動サービスに参

加できない方、また日

中活動サービスが休み

の方へのクラブ活動

（卓球、園芸、木工、

クッキングクラブ等）

を実施。季節の行事の

開催、参加。買い物、

散歩同行。洗濯、掃

除、買い物支援。

-

・外部の日中活動サービス等の利用人数及び内容について

外部の日中活動サービスの利用

者人数
8人 10人 16人 3人 15人 2人 12人 8人 1人 75人

外部サービス詳細
生活介護　就労継続支

援B型　等

生活介護・就労継続支

援B型

生活介護、就労継続支

援B型、通所リハビリ

テーション、デイサー

ビス、同行援護、移動

支援

生活介護・就労継続支

援B型

就労継続支援Ｂ型、生

活介護、一般就労、

移動支援、訪問介護

生活介護、就労継続支

援（B型）

生活介護事業所、移動

支援サービス
就労B、生活介護

B型作業所、精神科デイ

ケア、高齢者通所介護
-

3



事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

４　利用者に対する地域生活の支援状況について

・利用者に対して外出や余暇活

動の支援に努めているか。

19名中16名の入居者が

週1～月1回と各々の希

望に沿って移動支援を

利用して買い物や散策等

を楽しんでいる。また地

域の清掃活動・防災訓

練・余暇イベントに参

加している。近所の方々

が参加するまつりを開

催している。

・余暇に関わる全般

買い物先、余暇先の地

域資源の活用、必要に

応じて同行と送迎、関

係機関連絡調整や本人

の要望に沿ったサービ

ス事業所探し、スケ

ジューリング、金銭管

理、情報提供

・近隣ショップ、

ショッピングモール、外

食、映画館、美術館、

野球観戦、スポーツク

ラブ参加、事業所内イ

ベント(音楽、簡単な調

理、季節に沿った内容

など)１回/月

買い物代行（同行） 通院同行・買い物同

行・散歩等

地域のお祭りに参加して

います。

随時、本人のニーズを

聞き取り個別や合同

で、映画鑑賞・外食・

美術館等への同行をして

います。

散歩、必要時買物付き

添い、折紙やお絵かき

等都度実施

買い物支援、レクイベン

トなどの実施

都度買物、通院支援、

同行。地域の方も参加

する法人のお祭り（秋

フェス）への参加。地

域の神社へ初詣。近く

の公園へお花見。地域

ボランティアとのレス

トランでの焼肉食べ放

題。 -

・体験的利用等のニーズに対応

しているか。
1人 3人 2人 15人 0人 12人 5人 26人 1人 65人

入居前の体験利用 併設している短期入所を

利用して、ホーム入居を

体験していただいた。

見学～複数泊程度の体

験利用を実施

満床の為、体験利用な

し

入居（利用）前に必ず

体験利用を行っていま

す。体験利用の日数に

ついては、本人・ご家

族と話し合いをして決め

ています。

見学後、体験利用しても

らい本契約へつなげる。

本入居1名、ショート利

用：3名

新規施設のため入居を

前提としており、おおむ

ね入居が叶っている。

1名18歳未満の児童の際

に短期入所（三泊四

日）で体験される
-

５　支援体制の確保について

・日中・土日を含めた常時の支

援体制が確保されているか

日勤、遅番、夜勤の体

制にて絶え間ないサー

ビスを提供。

毎月のイベントなどにつ

いては増員することで

対応。

原則、早番・遅番・夜

勤入り・夜勤明けと

いった勤務体制を取

り、日中、土日を含め

た常時の支援体制は確

保されている。

基本的に、日中は3人体

制（早、日、遅変則勤

務）

夜間2人体制

フロアごとに2名体制 通院同行、服薬、食事

提供、入浴介助、

掃除、洗濯、排泄介助

等

職員の急な休み等が

あっても、代わりの職

員をあてています。

２４時間３６５日常時

スタッフを配置しており

ます。

土日は特に人員確保が

困難であり、現状十分

とは言えないが、最低

限は確保している。

常時1～2名の支援体制

-

・夜間支援の具体的内容 就薬の提供、夜間巡

回、起床介助、朝食提

供、朝薬の提供

昼薬確認、通所先等へ

の送り出し、日勤への

情報共有

男性1名女性1名の体制

で夜間支援の体制を確

保している。

就寝支援、排泄介助、

夜間見守りと不眠時の

支援、救急など緊急時

の対応

フロアごとに2名体制 食事提供、服薬、入浴

支援、排泄介助、

夜間巡視、掃除等

定時巡回、就寝前まで

皆でゲーム、眠れない

利用者がいた場合は会

話等、時々入浴介助な

ど

夕食、朝食の提供、就

寝介助、巡視、起床介

助

男女2ユニット体制であ

るが、一人ずつの配置

では足りていない状況

3時間毎、居室内を目視

で安否確認

-

4



事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

６　地域に開かれた運営について

・家族や地域住民との交流の機

会が確保されているか。

初詣は町内の神社へ徒

歩にて参加

ボランティアの方と創

作物を作成し品評会へ

ノミネート

毎年「ひだまりまつ

り」を10月に開催し、

ご家族や近所の方々

（お子さん含む）にも

参加していただき交流を

図っている。地域イベン

トにもなるべく参加して

入居者を知ってもらう

機会を作っている。

家族の面会、来所は柔

軟に受け入れている

近隣サークル活動のマ

ジックショー実施、体

操プログラムの実施

地域住民の方々に、施

設環境整備の機会の提

供

地域清掃、防災訓練の

参加

積極的に行なえていませ

ん

通院同行の依頼、外泊

される方、家族との外

出

地域の行事参加

年に一度、地域住民の

方を招き、集い（行事

的なもの）を行ってい

ます。

地域のお祭りの出店の

手伝い等行っていま

す。

交流会等は行えていない

が、ご家族様とはメー

ルや電話等で適宜連絡

をとっている

家族とは個別に交流して

いるものの、初年度の

ためまだ近隣との交流

機会はできていない

法人内のお祭り（秋

フェス）では、ご家族2

組が参加される。敷地

内のレストランでご家

族と食事をとられる姿

も見受けられる。地域

の方には、野菜作りを

ご教示いただいたり、

水やりを手伝っていた

だく。リビングのカ

フェで一緒にお茶を飲

んでいただく。スタッフ

の子どもと卓球を楽し

む。今のご利用者は動

物好きな方がほとんど

でスタッフの飼ってい

る犬をかわいがる様子

も見られる。

-

実　習　生： 4人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人

ボランティア： 1人 3人 4人 0人 0人 2人 0人 0人 4人 14人

福祉障害業界を目指す

学生に2日の日程にて利

用者とのふれあいや個

別案件の検討をした。

傾聴ボラや読み聞かせ

ボラに来てもらってい

る。また、近隣の大学

生のアルバイトが2人活

躍している。

体操プログラム時に、ボ

ランティア受け入れ

- -

隔週一回、ボランティ

アの方が来所され、利

用者と会話をしたり

ゲームをして楽しんでい

ます。

-
現在は受け入れていな

い。

野菜作り指導、水やり

ボランティア。リビン

グで一緒にお茶を楽し

む。子どもと卓球。

・実習生やボランティアを積極的に受け入れているか。

5



事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

７　利用者の健康管理について

・医療機関との連携はどのよう

にしているか。

常時医療的ケアが必要

な方については訪問診

療（2名利用）や訪問看

護（5名利用）を導入し

ている。夜間救急対応

については非常勤看護

師がオンコールにて対

応している。毎朝、体温

測定（全員）血圧測定

（2名）を実施。

御所見総合病院が協力

医療機関になっている

が、日々の医療的な

フォローは入居者個々

の必要に合わせて訪問

診療の契約をし（現時

点で3か所の医療機

関）、月2回の定期往診

や急病時の対応をしても

らっている。薬につい

ては薬局が2週間分を

セットしに定期的に来

所している。また入居者

の必要に合わせて訪問

リハビリを利用してい

る。

・近隣医療機関活用

総合病院2か所、地域ク

リニック複数個所　訪

問診療事業所3か所、訪

問リハビリ1か所、訪問

歯科1か所、訪問ﾏｯｻｰｼﾞ

1か所

・入所前にかかってい

る主治医や、診療科目

が継続できるように努

めている。本人のメ

リットを考えながら利

用先を検討している。必

要に応じて通院実施。

訪問診療は、概ね1～2

回/月の頻度で利用して

いる。

・事業所では、毎朝の

バイタル計測、日々の

体調把握、変調時の医

療相談や通院対応を実

施している。

・訪問医療

・訪問歯科

・訪問薬局

・訪問看護

・個別のかかりつけ医

毎日の検温・体重

チェック、何かあった

際の家族連絡、通院を

行う。訪問診療を13人

の方が受けている（月4

回）、訪問看護（9人）

通院時に同行し、主治

医から本人の状態等を

聴き取り確認していま

す。

2024年8月から訪問看護

ステーションの看護師

が月1～2回来所し、利

用者の健康チェックを

しています。医療機関と

の連携は24時間可能と

なりました。

日々の健康チェックに

ついては、本人より聞

き取りを実施していて、

不調の場合は、即時対

応をしています。

内科、精神科：契約

（メドアグリクリニッ

ク（内科）、湘南台ク

リニック（精神科、内

科）月2回以上の診察

と、緊急時24時間体制

で往診可能。）外部受

診されている方もいま

す。訪問歯科：契約

（パーク歯科、湘南ふ

じさわ歯科、まごごろ歯

科）

当法人内訪問看護

KOKOROをはじめ、個

人で契約をしている訪問

看護なども連携、また

往診も複数個所と契約

をしている。

体調の変化があった際

に通院同行。訪問看護

を利用している方は4名

で、担当看護師と情報

交換につとめる。訪問

医利用の方は1名。体重

が増えがちな方には、

週1回体重測定し、表に

まとめて可視化する。

アルコール依存症の方

には1日2回のアルコー

ルチェックを実施す

る。

-

８　短期入所の併設について

・地域で生活する障害のある方

を積極的に受け入れているか。

今期は4名受け入れた

短期入所（設置1床）の

利用率は120～130％で

ある。

新規で見学は、随時受

け付けている。相談事

業所との連携も継続して

いる。

定期的に利用されている 相談事業所の相談員か

らの連絡にてご利用者

様が増加

受け入れています。 ・本入居、短期入所含

め積極的に受け入れてお

ります。　・障害児の

受け入れも行っており

ます。

短期入所利用16人 現在2名の方が利用。4

名の方と契約を結んでい

る。 -

・緊急・一時的な支援等の受け

入れに対応しているか。

ご家族のレスパイト1

名。シェルター的利用1

名。

介助者であるご家族が

手術・入院されるので

自宅でケアができない

ケースや、虐待が疑わ

るケースなど、緊急度

の高い方も適宜受け入

れている。

相談事業所と連携し、

生活困難状況に応じて

受け入れしている。・自

宅の火災、養育者の死

亡、養育者の就労、レ

スパイトなどがあっ

た。

対応している ご両親の急な入院等で

対応

対応していますが、現在

まで緊急の受け入れ実

績はありません。皆さ

ん定期的に利用されてい

ます。

鎌倉市より緊急と連絡

があり退院後に1名入居

済み

レスパイト等による短

期入所も受け入れてい

る。

緊急は現在のところ事

例はない。

-

短期入所利用
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事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

9　感染症対策、業務継続計画に

ついて

マニュアル作成 感染症・災害時のBCP

は作成してある。

感染症対策：1回/1～2

か月毎世話人会議を実

施し、感染対策委員会

として感染症予防、食中

毒対策、蔓延防止につ

いて研修を実施(議題提

示)

業務継続計画：現時点

で計画書を作成済み

マニュアル作成 マニュアル作成

年に一度研修を実施。

自然災害、感染症とも

に業務継続計画につい

ては、策定済みです。

今後、適時見直し等を

行います。

社内、事業所ごとに感染

対策委員会を設置し、

月１回以上の委員会を

開催予定。感染予防マ

ニュアルを事業所内に

掲示とマニュアルに

沿った予防対策を実施

している。

業務継続計画作成してい

る。予防対策などにつ

いては現在法人全体で

の対応措置を計画中

業務継続計画

（BCP）、感染症対応

の方針を作成している。

ノロウイルス等感染症研

修会参加予定。 -

10　虐待防止対策

2024/6/20　虐待防止委

員会 　所長1名、支援員

9名

原則、毎月第三水曜に

虐待防止委員会を開催

している。参加者は管理

者、サビ菅、支援ス

タッフ、看護師。研修

は運営会議の中で管理

者から虐待防止の講話

をする形を取ったり、

外部の講師を呼んで虐待

防止研修を開催したり

している。

・職員会議1回/月で虐

待防止委員から議案提

示

・虐待、不適切支援に

ついて、振り返り

チェックシートの配

布、集計、フィード

バックまとめ

・実際の支援場面の振

り返り、検討を行って

いる

・虐待案件発生時に、

委員会の適時開催、検

討と所内周知、関係行

政機関への報告相談を

している。

2024/7/24

虐待防止委員会・身体

拘束等適正化委員会実

施

年に一度研修を実施。 虐待防止委員会は、毎

月のスタッフ会議内で

開催しています。

参加者はスタッフ会議

出席者全員です。

虐待防止を連想させる

ような月間標語を掲げ

て取り組んでいるほか、

神奈川県発表の資料を

もとに講義を行い、職

員一人一人の意識が向

上されるよう努めてい

ます。

社内にて月１回（第三

金曜日）の虐待防止委

員会の開催と事業所内

での研修会を実施してお

ります。

虐待は小さな不適切支

援から発生すると職員

全員と意識し、虐待防

止委員会では、支援方

法の確認や虐待の想定

会議を行っておりま

す。

本年3月を目途に外部の

方をお呼びしての研修も

予定しております。

虐待防止委員会の設

置、および研修を令和6

年度上期に実施予定

虐待防止委員会実施

5/7（出席者：役員及び

各部門管理者　内容：

虐待防止委員会の役

割、指針について、意

見、昨年度振り返り）

6/7（出席者：役員及び

各部門管理者　内容：

緊急事例報告、事例検

討）

事業所スタッフ研修と

して、5/4実施。内容：

障がい者虐待防止・身

体拘束の適正化につい

ての研修

-

11　非常災害対策

9/2 法人合同訓練

9/2地震発生時における

避難訓練

2024年は3/16に実施し

ている。2024年度は9～

11月中に1回、1～3月中

に1回の火災避難訓練を

実施予定。（避難訓練

は年度中に2回を計画し

ている）

・藤沢市消防局北消防

署遠藤出張所ご協力い

ただき、CPR講習実施

・避難訓練実施予定

・防災備蓄品について

検討中

令和6年9月4日

防災避難訓練実施

年に2回　避難訓練の実

施

年に2回訓練を行ってい

ます。

①自然災害を想定した

避難訓練。

②建物火災を想定した

避難訓練・消火訓練

（消火訓練は職員の

み）

（防災訓練日：令和6年

5月7日　内容：避難経

路の確認、防災ベル等

の使用方法の確認、消

火器等のチェック）年2

回５月と１１月に実施

予定

防災訓練を令和6年度よ

り実施予定

2月17日防災訓練実施、

起震車での地震体験、

防災かるた、炊き出し

訓練
-
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事業者名 ルエーダ今田
湘南あっとほーむ・ひ

だまり
いちごテラス藤沢葛原

ソーシャルインクルー

ホーム藤沢菖蒲沢
クライスハイム藤沢 ペンギンヴィレッジ

グループホームふわふわ

藤沢
GHソシオKUKUNA藤沢 ぐるーぷ藤　詩

法人名
社会福祉法人県央福祉

会
社会福祉法人光友会

株式会社ゆうわソサエ

ティ

ソーシャルインクルー株

式会社
ミナノワ株式会社

一般社団法人湘南とも

舎
株式会社恵

一般社団法人ワイズ・

インフィニティ・エイト
ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

９事業所

合計

12　相談支援事業者や他のサー

ビス事業所との連携状況につい

て

利用者自身や、取り巻

く環境の変化について

ご本人のご意向を踏ま

え主治医、計画相談支

援、訪看、通者先、ご

家族、後見人等必要に

応じて集まり解決策を

模索している。

入居者19名のうち、16

名に計画相談員が付い

ており、通所や移動支

援等の利用や、ベッド

や車いす等の購入の手

続きなどを支援しても

らっている。入居者が

利用する通所事業所と

は普段から連絡帳など

で情報共有している。

・地域生活困難状況

者、養育困難、児童施

設の退所先、事業所退

居などの事例は多岐に

わたり、現在も諸々の

面で連携している。

・市内相談事業所複数

個所と、モニタリング

を含め、その都度連携

している。

担当者会議など必要に

応じて電話連絡

適宜報告・相談を行い

常日頃から連絡を取り

合っている。

定期的なカンファレン

ス等の開催

サービス等利用計画の

ある利用者は、サービ

ス担当者会議等に参加

しています。また、適時

連絡を取り合い必要な

情報を共有しています。

セルフプランの利用者

は、必要と判断した場

合は、相談事業所（委

託）へつなげ、一緒に

課題解決へ取り組んでい

ます。

日中活動事業所を利用

している利用者は、適時

連絡を取り合い必要な

情報を共有しています。

モニタリング、ケース

会議、カンファレンス

に参加させていただき

支援について共有させ

ていただいておりま

す。

通所先や機関相談など

との連携はおおむね良

好に取れている

計画相談事業と連携

し、都度情報交換をす

る。

担当者会議の出席。

-

13　自己評価

職員が充足、新人も成

長し既存職員の残業が

減った。

業務にゆとりが持てる

ようになりゆとりを

もって傾聴や細やかな

支援が出来るように

なった。

70～80代の入居者がお

り、加齢により全体的

な機能低下や障害自体

の重度化が目立ってき

た。本人の状態に合わ

せた介護を提供し、訪

問診療や入院治療で健

康面のサポートをする

ことでホームでの生活

が継続できるよう支援

してきた。今後も入居者

の高齢化・障害の重度

化が進んだ時、日中

サービス支援型といえ

ど、どこまでホームで対

応できるかに課題感や

不安感がある。

課題

・昨今の障害状況に伴

い、より専門性のある

人材育成が必要

・人員確保（求人しても

なかなかマッチングし

ない、待遇面の改善が

なかなか難しい）の困

難さ

良質なサービス提供の

維持と安定的な継続運

営のため、上記が課題

である

地域交流が出来ていな

いので、今後は自治体

加入するなど考えていき

たいです。

日々業務に追われる時

間が多い為、職員個人

の時間も尊重していける

よう検討が必要であ

る。ご利用者様につい

ては、ご家族と共に参

加できるレクリエー

ション活動等の検討し

入居者様・ご家族・事

業者と行政を含めた関

係性を深めていくこと

も事業者と行政の課題

であると思う。

サービス等利用計画の

ある利用者は、サービ

ス担当者会議等に参加

しています。また、適時

連絡を取り合い必要な

情報を共有しています。

セルフプランの利用者

は、必要と判断した場

合は、相談事業所（委

託）へつなげ、一緒に

課題解決へ取り組んでい

ます。

日中活動事業所を利用

している利用者は、適時

連絡を取り合い必要な

情報を共有しています。

ホーム内ではスタッフ

と利用者様との関係が

落ち着いてきており、

安心して暮らしていただ

いています。スタッフ

との連携も保ちつつ今

後も利用者様の安全で

安心した暮らしを守っ

ていけるよう、問題が

生じたときにはスタッ

フ全員と共有しスタッ

フとともにより良い

ホームにしていけるよう

対応を心掛けていきた

いと思います。

7月より開所し、スタッ

フの数、質にはまだま

だ課題があるものの着

実に向上してきており、

今後は行き届いていな

いサービス（日中活

動・イベントなど）に

も着手していける見込み

である

法人としてもはじめての

日中サービス支援型の

グループホームで、新し

い建物での開所であっ

たので、新しい設備の

中、利用者の個別ニー

ズにあったサービスを

提供できた。同建物内

に高齢者のグループホー

ムやレストランがある

ので、高齢の利用者や

地域の方や子どもたち

との交流も図れた。

-

14　その他 - - - - - - - - - -
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日中サービス支援型共同生活援助　利用者の動向（各事業所報告分）

① ルエーダ今田

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2020年1月1日 身体 1級 なし 区分5 2024年3月 2024年3月 あり あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

2 2018年4月1日 精神 3級 なし 区分4 2024年3月 2024年3月 あり GH あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

3 2019年4月1日 精神 1級 なし 区分4 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり なし なし 施設職員の送迎 巡回

4 2021年6月1日 知的 A2 なし 区分4 2024年3月 2024年3月 なし 生活介護 あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

5 2018年4月1日 精神 2級 なし 区分3 2024年3月 2024年3月 あり 就労B あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

6 2019年12月15日 精神 2級 なし 区分3 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

7 2019年5月1日 精神 2級 なし 区分3 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

8 2018年5月1日 精神 2級 なし 区分5 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

9 2024年6月1日 精神 2級 なし 区分2 2024年3月 2024年3月 あり 就労B あり あり なし 施設職員の送迎 巡回

② 湘南あっとほーむひだまり

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2020年1月6日 身体 1級 知的 A1 なし 区分6 2024年9月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

2 2020年1月6日 身体 4級 知的 A2 なし 区分6 2024年9月 2024年9月 あり あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

3 2020年1月6日 身体 1級 なし 区分6 2024年8月 2024年8月 なし あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

4 2020年1月6日 知的 B1 発達 区分5 2024年5月 2024年5月 あり 生活介護 あり なし なし 月1回、親が代理受診

5 2020年1月6日 知的 A2 発達 区分5 2024年8月 2024年8月 あり 就労B あり なし なし 月1回、親が代理受診

6 2020年1月6日 身体 2級 なし 区分6 2024年5月 2024年5月 あり 生活介護 あり なし なし 月1回、本人が通院

7 2020年1月6日 身体 2級 知的 B2 発達 区分6 2024年8月 2024年8月 あり あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

8 2020年1月6日 身体 1級 高次脳 区分4 2024年7月 2024年7月 なし 生活介護 あり なし あり 2カ月に1回、家族対応 安否確認

9 2020年1月6日 身体 1級 高次脳 区分5 2024年8月 2024年8月 あり 生活介護 あり なし なし 原則、月2回訪問診療

10 2020年1月6日 身体 2級 なし 区分6 2024年7月 2024年7月 あり あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

11 2020年1月6日 身体 1級 知的 A1 なし 区分6 2024年4月 2024年4月 あり あり あり あり 原則、月2回訪問診療 週2回浣腸対応 オムツ交換・安否確認

12 2020年1月6日 身体 1級 なし 区分6 2024年7月 2024年7月 あり あり あり あり 原則、月2回訪問診療 週2回浣腸対応 オムツ交換・安否確認

13 2020年1月6日 知的 A2 なし 区分6 2024年8月 2024年8月 あり 生活介護 あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認

14 2020年1月6日 身体 2級 なし 区分6 2024年8月 2024年8月 あり 生活介護 あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認・体位交換・トイレ誘導

15 2020年1月6日 知的 A1 発達 区分6 2024年6月 2024年6月 あり 生活介護 あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認・トイレ誘導

16 2020年1月6日 身体 1級 なし 区分6 2024年4月 2024年4月 あり あり なし あり 原則、月2回訪問診療 オムツ交換・安否確認

17 2020年1月6日 身体 1級 なし 区分6 2024年5月 2024年5月 なし あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認・失禁時着替え

18 2020年1月6日 身体 1級 なし 区分6 2024年9月 2024年9月 あり あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認・失禁時着替え

19 2022年8月1日 身体 2級 知的 A1 なし 区分6 2024年7月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり 原則、月2回訪問診療 安否確認・失禁時着替え

③ いちごテラス藤沢葛原

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2021年12月2日 知的 B1 なし 区分3 2024年6月 2024年6月 なし 就労 あり なし なし 単独か職員付き添いで通院

2 2021年4月1日 精神 1級 なし 区分5 2024年4月 2024年4月 なし デイサービス あり なし なし 職員が付添いをして通院

3 2021年8月18日 身体 2級 なし 区分6 2024年7月 2024年7月 あり
通所リハビリテーショ

ン
あり なし あり 訪問医療で対応 トイレの際、介助が必要

4 2021年12月2日 身体 1級 知的 A1 なし 区分6 2024年6月 2024年6月 あり GH あり なし あり 訪問医療で対応 トイレの際、介助が必要

5 2023年12月1日 知的 A2 なし 区分4 2024年6月 2024年6月 なし 生活介護 あり なし なし 訪問医療で対応

6 2021年2月9日 身体 1級 なし 区分5 2024年4月 2024年4月 なし 生活介護 あり なし あり 外部ヘルパーの付添いで通院 トイレの際、介助が必要

7 2020年8月6日 身体・難病 2級 身体 2級 なし 区分6 2024年8月 2024年8月 あり 生活介護 あり なし あり 訪問医療で対応 トイレの際、介助が必要

8 2023年12月16日 知的 B1 発達 区分5 2024年7月 2024年7月 あり 就労B あり なし なし 職員が付添いをして通院

9 2020年10月29日 身体 1級 なし 区分5 2024年4月 2024年4月 あり 生活介護 あり なし あり 外部ヘルパーの付添いで通院 トイレの際、介助が必要

10 2024年2月19日 知的 A2 なし 区分6 2024年8月 2024年8月 なし 生活介護 あり なし なし 家族の付添いで通院

11 2021年3月27日 知的 B1 なし 区分4 2024年5月 2024年5月 あり 生活介護 あり なし なし 職員が付添いをして通院

12 2023年11月1日 知的 A2 なし 区分4 2024年5月 2024年5月 なし GH あり なし なし 訪問医療で対応

13 2022年3月21日 知的 A1 なし 区分5 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり なし あり 訪問医療で対応 トイレの際、介助が必要

14 2023年2月17日 知的 A1 なし 区分4 2024年8月 2024年8月 あり 生活介護 あり なし あり 訪問医療で対応 トイレの際、介助が必要

15 2023年3月26日 知的・精神 A2 精神 1級 発達 区分5 2024年3月 2024年3月 あり 生活介護 あり なし なし 訪問医療で対応

16 2022年2月9日 身体・精神 4級 精神 2級 なし 区分4 2024年7月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし なし 訪問医療で対応

17 2022年2月6日 身体・知的 2級 知的 A1 なし 区分5 2024年2月 2024年2月 あり 生活介護 あり なし なし 家族の付添いで通院

18 2021年12月23日 身体 1級 なし 区分3 2024年6月 2024年6月 あり GH あり なし なし 単独で通院

資料3-5



④ ソーシャルインクルーホーム藤沢菖蒲沢

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2021年3月12日 知的 A2 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 あり GH あり なし あり 通院同行支援 排泄介助　他

2 2020年7月18日 身体・知的 2級 知的 A1 高次脳 区分6 2024年6月 2024年5月 あり 生活介護 なし なし あり 通院同行支援 排泄介助　他

3 2021年6月14日 知的 A1 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし 生活介護 あり なし あり 通院同行支援 不穏時対応

4 2020年6月8日 精神 2級 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし 生活介護 あり なし あり 通院同行支援 トイレ誘導　他

5 2020年9月23日 知的 A2 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし 生活介護 あり なし あり 通院同行支援 不穏時対応

6 2020年10月13日 知的・精神 B1 精神 1級 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし GH あり なし あり 通院同行支援 排泄介助　他

7 2020年11月16日 知的 A1 なし 区分4 2024年6月 2024年5月 あり GH なし なし あり 通院同行支援 トイレ誘導　他

8 2020年6月17日 身体 1級 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし なし なし あり 通院同行支援 排泄介助　他

9 2020年8月13日 知的・精神 B1 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 あり 就労B なし なし あり 不穏時対応

10 2020年12月25日 身体 2級 なし 区分5 2024年6月 2024年5月 なし 生活介護 あり なし あり 通院同行支援 排泄介助　他

11 2021年1月22日 身体 2級 なし 区分4 2024年6月 2024年5月 あり 生活介護 なし なし なし

12 2021年4月26日 精神 2級 なし 区分4 2024年6月 2024年5月 あり 就労B あり なし あり 通院同行支援 不穏時対応

13 2021年4月15日 身体 2級 高次脳 区分4 2024年6月 2024年5月 あり あり なし あり 通院同行支援 トイレ誘導　他

14 2022年10月1日 精神 2級 なし 区分4 2024年6月 2024年5月 なし GH あり なし あり 通院同行支援 不穏時対応

15 2020年9月3日 精神 2級 なし 区分3 2024年6月 2024年5月 あり GH あり なし あり 不穏時対応

16 2020年12月1日 精神 2級 なし 区分3 2024年6月 2024年5月 あり GH あり なし あり 不穏時対応

17 2023年7月27日 精神 2級 なし 区分4 2024年6月 2024年5月 あり GH あり なし なし 通院同行支援

18 2020年11月16日 精神 1級 なし 区分3 2024年6月 2024年5月 あり 生活介護 あり なし あり 不穏時対応

⑤ クライスハイム藤沢

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2021年6月1日 知的 A1 区分5 2024年5月 2024年4月 あり 生活介護 あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

2 2021年6月1日 精神 2級 区分2 2024年5月 2024年4月 なし 就労B あり なし あり 定時巡視・必要時対応

3 2021年8月12日 知的 2級 区分5 2024年7月 2024年6月 あり 生活介護 なし なし あり 定時巡視・必要時対応

4 2021年7月1日 知的 A1 区分5 2024年6月 2024年5月 あり 生活介護 なし なし あり 定時巡視・必要時対応

5 2021年11月8日 精神 2級 区分3 2024年10月 2024年9月 あり GH あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

6 2021年6月12日 知的 B1 区分4 2024年9月 2024年8月 なし 生活介護 あり なし あり 定時巡視・必要時対応

7 2021年8月2日 知的 A1 区分6 2024年7月 2024年6月 あり 生活介護 なし なし あり 定時巡視・必要時対応

8 2021年8月9日 知的 B1 重心 区分6 2024年7月 2024年6月 あり GH なし なし あり 定時巡視・必要時対応

9 2023年3月10日 身体・知的 3級 知的 A1 区分4 2024年8月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり 定時巡視・必要時対応

10 2021年6月1日 知的 A1 区分4 2024年5月 2024年4月 あり 生活介護 あり なし あり 定時巡視・必要時対応

11 2021年11月1日 知的 A2 区分3 2024年10月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 定時巡視・必要時対応

12 2021年7月1日 知的 B1 区分4 2024年6月 2024年5月 あり 生活介護 あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

13 2022年12月17日 身体・知的 1級 知的 B1 区分4 2024年6月 2024年5月 あり GH あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

14 2021年10月2日 知的 B2 区分3 2024年9月 2024年8月 なし 就労B なし なし あり 定時巡視・必要時対応

15 2023年5月18日 精神 1級 区分4 2024年10月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

16 2021年8月17日 精神 1級 区分4 2024年1月 2023年12月 あり GH あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

17 2021年7月17日 知的 B1 区分2 2024年6月 2024年5月 なし 生活介護 あり なし あり 定時巡視・必要時対応

18 2021年8月28日 精神 2級 区分4 2024年7月 2024年6月 あり 就労B あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

19 2021年8月3日 知的 A2 区分5 2024年7月 2024年6月 あり 生活介護 あり なし あり 同行 定時巡視・必要時対応

20 2021年6月3日 精神 2級 区分4 2024年5月 2024年4月 あり GH あり なし あり 定時巡視・必要時対応

⑥ ペンギンヴィレッジ

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2021年9月22日 身体・知的 4級 知的 A2 なし 区分5 2023年4月 2024年4月 あり なし なし あり
入浴介助、就寝準備、話

を傾聴

2 2021年12月1日 知的 A2 なし 区分5 2023年7月 2024年8月 なし GH あり なし あり 同行、もしくはヘルパー対応 就寝準備、話を傾聴

3 2021年12月1日 精神 2級 発達 区分3 2024年2月 2024年6月 あり あり なし あり 同行 話を傾聴

4 2021年12月15日 精神 2級 なし 区分3 2023年1月 2024年6月 あり GH あり なし あり 同行、もしくは送迎 話を傾聴

5 2021年12月23日 知的 B2 なし 区分2 2023年3月 2024年7月 あり 就労B あり なし なし 自力通院

6 2022年3月1日 知的 A2 なし 区分3 2023年4月 2024年4月 なし GH あり なし あり 同行、もしくは親族対応 就寝準備

7 2022年3月18日 知的 B2 なし 区分2 2022年11月 2024年6月 あり GH あり なし なし 同行

8 2023年2月13日 精神 3級 発達 区分3 2024年3月 2024年9月 あり 日中一時 あり なし なし 同行、もしくは送迎

9 2023年8月1日 知的 A2 なし 区分5 2023年9月 2024年8月 あり 生活介護 なし なし あり 入浴支援、就寝準備



⑦ グループホームふわふわ藤沢

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2022年5月2日 知的 A2 発達 区分5 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 なし なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

2 2022年10月10日 精神 B2 発達 区分5 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 なし なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

3 2022年4月15日 知的 A1 発達 区分5 2024年10月 2024年7月 なし 生活介護 あり なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

4 2022年4月17日 2024.9.18 知的 A2 なし 区分5 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

5 2022年4月12日 知的・精神 A2 発達 区分6 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

6 2022年9月12日 知的 B1 発達 区分5 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

7 2022年4月18日 身体・精神 2級 高次脳 区分6 2024年10月 2024年7月 あり GH なし なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

8 2022年4月10日 知的 A1 発達 区分4 2024年10月 2024年7月 あり 生活介護 なし なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

9 2022年9月11日 知的 A2 発達 区分4 2024年10月 2024年7月 なし 就労移行 あり なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

10 2023年3月16日 身体 2級 高次脳 区分4 2024年10月 2024年7月 なし 就労B なし なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

11 2024年4月30日 精神 A2 なし 区分4 2024年11月 2024年9月 なし 生活介護 あり なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

12 2022年12月19日 身体・精神 A2 なし 区分6 2024年11月 2024年9月 あり 生活介護 あり あり あり 通院はご家族様対応 導尿（時間を決めて実施）支援スタッフによる対応

13 2022年12月12日 知的 A2 発達 区分6 2024年11月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

14 2022年10月27日 身体 3級 精神 3級 なし 区分3 2024年11月 2024年9月 なし GH あり なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

15 2023年4月24日 知的 A1 発達 区分5 2024年11月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

16 2023年4月23日 知的 A1 発達 区分6 2024年11月 2024年9月 あり GH なし なし あり 通院はＧＨ対応 支援スタッフによる対応

17 2023年12月1日 身体 1級 精神 1級 高次脳 区分5 2024年11月 2024年9月 あり 生活介護 あり なし あり 通院はご家族様対応 支援スタッフによる対応

⑧ GHソシオKUKUNA藤沢

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2023年7月26日 知的 B1 区分4 2024年1月 2024年12月 なし GH なし なし なし

2 2023年12月19日 知的 B1 精神 1級 区分4 2023年12月 2023年11月 あり GH あり あり なし

3 2023年2月7日 知的 B1 区分4 2024年1月 2023年12月 あり 就労B あり あり なし

4 2023年9月1日 知的 B1 区分4 2024年2月 2024年1月 あり 生活介護 あり あり あり

5 2023年10月1日 知的 A2 区分4 2024年2月 2024年1月 あり 生活介護 あり あり なし

6 2023年11月20日 精神 2級 区分4 2023年11月 2023年10月 あり 就労B あり あり あり

7 2023年7月29日 知的 B2 精神 1級 区分4 2024年2月 2024年1月 あり 生活介護 あり あり なし

8 2023年8月22日 知的 B2 区分6 2024年3月 2024年2月 あり 生活介護 あり あり あり

9 2023年8月14日 身体 2級 精神 2級 区分4 2024年2月 2024年1月 あり GH あり あり なし

10 2023年9月2日 身体 1級 知的 A2 区分5 2024年2月 2024年1月 あり 就労B あり あり あり

11 2023年8月25日 身体・精神 1級 精神 2級 区分4 2024年2月 2024年1月 あり GH あり あり なし

12 2023年8月17日 精神 1級 区分4 2024年2月 2024年1月 あり GH あり あり なし

13 2023年11月1日 精神 2級 区分5 2023年10月 2023年9月 あり GH あり あり なし

14 2024年1月5日 知的 A1 区分5 2024年1月 2023年12月 あり GH あり あり あり

15 2023年12月20日 知的 A2 区分4 2023年12月 2023年11月 あり GH あり あり あり

16 2023年8月1日 知的 B1 区分4 2023年12月 2023年11月 あり GH あり あり あり

17 2024年2月4日 知的 A1 区分5 2024年2月 2024年1月 あり 生活介護 あり あり なし

⑨ ぐるーぷ藤 詩

1_No
2_

入居日
3_退去日*1

4_1

障害種別➀

4_2

①障害等級

4_3

障害種別➁

4_4

障害等級②

5_発達・高次脳

重心の有無

6_障がい支援区

分

7_個別支援計画作成月

（最新）

8_モニタリング月

（最新）

9_計画相

談有無
10_日中活動 11_通院*2

12_医療的ケ

ア*3

13_夜間対応

*4
*1：退去理由 *2：日常的な通院が必要な場合の対応

*3：医療的ケアの内容と

GHでの対応
*4：夜間対応状況

1 2023年8月29日 精神 2級 なし 区分3 2024年7月 2024年7月 あり 就労B あり なし あり

2 2023年10月1日 精神 2級 なし 区分2 2024年7月 2024年8月 なし 就労B あり なし あり

3 2023年10月16日 精神 2級 なし 区分2 2024年5月 2024年9月 あり GH あり なし あり

4 2023年10月26日 知的 B1 なし 区分3 2024年3月 2024年7月 あり なし なし あり

5 2023年11月4日 精神 2級 なし 区分3 2024年9月 2024年10月 なし 就労B あり なし あり

6 2024年3月5日 精神 2級 なし 区分3 2024年3月 2024年7月 あり 生活介護 あり なし あり

7 2024年4月22日 2024年5月28日 精神 2級 発達 区分4 あり 就労B あり なし あり
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ビオネストグループ「拠点・事業所マップ」

兵庫・大阪を中心に全国に248事業所を運営！ 従業員数2,000名以上

病院

介護施設 デイサービス・訪問看護など

障がい福祉施設放課後等デイサービス、生活介護、障がいグループホームなど

住居施設 サービス付き高齢者向け住宅など



株式会社ビオネスト 医療・介護・障がい福祉事業を展開









しゃかい かち ていきょう じぎょう はってん

きゃくさま じゅうぎょういん

こうふく さいだいか

りねん



めい しゃめいゆらい

こ おも

せいじつ しごと

しゃかいさいせい いちじょ いみ ぞうご



じぶん



ビオネストグループビジョン＝地域に「なりたい自分に」つながる
ヘルスケアエコシステムをつくる

Medical care

Welfare
（ for the handicapped）

Nursing care

string up



ビオネストのロゴについて

・コーポレートスローガンである「なりたい自分に」

むかってお客様、従業員、その他のステークホルダー
（利害関係者）が伸びていく姿を表現しています。

じぶん

きゃくさま じゅうぎょういん た

りがいかんけいしゃ の すがた ひょうげん

いりょうかいご しょう ふくし じぎょう し ょ く ひ ょ う げん

・医療・介護・障がい福祉という主な３事業を3色で表現し
ています。

ちいき こうちく

・ビオネストが地域に構築しようとしているエコシステ
ム（ビジネス生態系）の融合とつながりを表現しています。

せいたいけい ゆうごう ひょうげん







イノベルヘルスケアの理念

障がい福祉事業の新会社として、
私たちに関わるすべての方々とともに成長し、今ここに
無い未来を創造し、高い志を持って、社会に必要な基盤
と明るい未来の実現に貢献する。



株式会社INNOVEL HEALTHCAREのネーミングの由来

「Innovation（革新）」と「Novel（新しい）」を組み合わ
せており、福祉サービスの革新性と人間性の両立を表現。
先進的なアプローチを温かみのある支援を融合させ、新し
い福祉サービスを創造する決意を込めました。
「Novel」には小説という意味もあり、利用者や職員はそ
れぞれの「人生の主人公である」ことも表現しています。



株式会社INNOVEL HEALTHCAREのミッション

・法令の遵守

・ご利用者様、ご家族様の生涯にわたって頼られるパートナー企業としてあり続ける

・福祉発想だけにとらわれない自由な社風の醸成

・障がいという個性を活かし、自立した「なりたい自分に」近づく環境の提供

・障がい者の方に寄り添った様々なキメ細かなサービスの提供

・国内屈指の障がい福祉サービス供給量および品質を目指す

・医療ケア、リハビリケアによる支援の質向上への取り組み

・地域や企業と自由かつ積極的な連携を図り、新たな事業と未来を創造する

・生きがいや働きがいのある職場で、従業員の幸福を追求し、高品質サービスの提供に

繋げる



〇日中の体制（①7：00～16：00 ②08：30～17：30 ③11：00～20：00）
利用者様20人に対し、職員6人～7人を想定しております。
一階10人に対し支援員2名～3名 二階10人に対し支援員2名～3名
支援員とは別に、管理者やサービス管理責任者の配置になります。

〇夜間の体制（17：00～09：00）

利用者様20人に対し、職員4人を目指していきます。

一階10人に対し支援員2名 二階10人に対し支援員2名

管理者やサービス管理責任者はオンコール対応になります。

今後の目標：人員についてはより手厚い支援が必要と考えておりますので一番手厚い加算を目指して行きます。

24時間365日 職員在中になります

職員配置について



研修について ①

＜入職研修として＞
職員倫理規定の読み合わせ、虐待防止研修、接遇研修の実施致します。
ＯＪＴ教育として初日、1ヵ月、３ヶ月と研修を実施致します。

＜外部研修として＞
年3回の外部研修を予定しております。
障害者福祉制度について、障害理解に関する研修（知的・精神・身体・難病）、障害特性に応
じた支援・食事介助、救急基礎研修、事故対応研修、虐待防止研修、身体拘束適正化研修、
健康管理、服薬管理、金銭管理、衛生管理、感染症発生・まん延の防止など事業所にとって
必要な研修を予定致します。



＜内部研修として＞
○法令遵守研修
法令遵守マニュアルに沿って定期的に会議を行います。

○虐待防止研修
毎月事業所の虐待防止委員会にて危険予知会議や虐待想定会議を行っていきます。

〇感染対策研修
感染対策委員会の規程に則り、嘔吐処理やBCP対応の実践の研修を行います。

〇座学研修

障害者差別解消法、意思決定支援、障害特性について等々障害福祉に関する座学研修の実
施致します。各事業所の課題を掴みそちらに焦点をあてた研修を行っていきたいです。

研修について ②



〈委員会の設置に関して〉

○虐待防止委員会
・委員：管理者、サービス管理責任者、ケアリーダー
・開催頻度：年５回を予定
・研修の実施方法：法人全体の研修実施後に各事業所の虐待防止研修の実施を行う

○身体拘束適正化委員会
・委員：管理者、サービス管理責任者、ケアリーダー
・開催頻度：年3回を予定
・研修の実施方法：法人全体の研修実施後に各事業所の虐待防止研修の実施を行う

○感染症発生及びまん延防止に係る委員会
・委員：管理者、サービス管理責任者、ケアリーダー
・開催頻度：年2回を予定
・検討内容の周知方法：会議と書面での周知、会議不参加者については個別に周知
・研修の実施方法：法人全体の研修実施後に各事業所の虐待防止研修の実施を行う
・訓練の実施方法：年２回各事業所にて実施、看護師が在住場合は看護師から実施



地域交流について

○地域との交流方法

障害福祉は横のつながりや地域のつながりが大切だと認識しております。

まずはご利用者様ご家族、近隣の事業所、近隣住民、自立支援協議会への挨拶から始め

て参ります。

来年度から義務化される「地域連携推進会議」の成功を目指していきます。

○他障害福祉サービス事業との連携

上記同様にまずは挨拶から実施致します。その中で、他障害福祉サービス事業所との意

見交換会や事例検討会議などを積極的に行っていきたいです。



ご清聴ありがとうございました。



藤沢市障がい者総合支援協議会等　スケジュール（予定）

会議名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

藤沢市障がい者総合支援協
議会（総合支援協議会）

第３回(1/27)
・各専門部会からの報告
・日中サービス支援型グ
ループホームの定期報
告 第１回 第２回 第３回 第４回

運営会議（総合支援協議会） 第１回 第２回 第３回 第４回

相談支援部会

連携支援部会

就労支援部会

生活支援部会

ふじさわ障がい者プラン検討
委員会（計画検討委員会）

第4回(1/20)
・ふじさわ障がい者プラ
ン２０２６（中間見直し）障
がい者計画モニタリング
指標について
・次年度実施事項（アン
ケート調査、聞き取り調
査）の概要説明

下旬頃

第１回
・R7スケジュールの確
認
・中間見直しモニタリン
グについて
・聞き取り調査事前記
入シート（案）について

第２回
・聞き取り調査途中経
過
・障がい者プラン 市民
アンケート について
・

第３回
・市民アンケートにつ
いて
R6中間見直しモニタリ
ング結果

第４回

運営会議（計画検討委員会） 第１回 第２回 第３回 第４回

１　受託者の選考

（５月末）
プレゼンテーション

（６月初旬）
選定結果発表
（６月中旬）
委託契約

２　聞き取り調査

事前ヒアリングシート
の内容について委員
から意見収集

第１回委員会にて事前
ヒアリングシートの内
容確定→５月末配布

（６月中）ヒアリング
シート回収

（下旬）各団体等への
聞き取り調査日程調整

聞き取り調査 聞き取り調査 聞き取り調査等の集
計・分析

（第３回委員会）
調査結果の報告

聞き取り調査報告書を
提出

３　アンケート調査 アンケート対象者抽出

障がい者等のニーズ
に関するアンケート調
査の基本設計（素案作
成）

（第２回討委員会）にて
委員からの意見を反
映→アンケート調査案
の修正

（第３回委員会）アン
ケート調査修正案を提
示し、意見聴取

（上旬）アンケート調査
案確定
（下旬）アンケート調査
実施

アンケート調査実施 アンケート回収・集計・
分析

アンケート回収・集計・
分析

アンケート調査報告書
を提出

（仮称）藤沢市医療的ケア地域支援協議会 令和７年度より開催予定。会議開催方法は総合支援協議会に則り実施していく。会議開催日、回数は未定。

資料5

藤
沢
市
障
が
い
者
総
合
支
援
協
議
会

ふ
じ
さ
わ
障
が
い
者
プ
ラ
ン
検
討
委
員

会

第１回

第１回

第１回

第１回

第２回

第２回

第２回

第２回

第４回

第４回

第４回

第４回

聞
き
取
り
調
査

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

第３回

第３回

第３回

第３回



資料６ 
 

 

ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例をここに公

布する。 

令和６年１２月１９日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市条例第４６号 

ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例 

人は、みな誰かから身体や心のケアをされて生きています。人生の中では、誰も

がケアをされる側にもケアをする側にもなります。ケアは、人と人との関係をつな

ぐ大切な行為です。 

 しかし、そのケアをケアラーだけが担って孤立することによって、心身の健康を

害したり、人生の選択に困難が生じ自分らしい人生を諦めたりするようなことがあ

ってはなりません。ケアを必要とする当事者への社会的な支援が十分に得られるよ

うに努めるとともに、ケアをされる人もケアをする人もどちらもが大切にされ、夢

と希望を持って健康で文化的な自分らしい人生を送ることができるよう、社会の仕

組みを整えていくことが必要です。 

ケアをされる人とケアをする人の声や希望を政策に反映し、「誰一人取り残さな

い」藤沢をつくることを目指し、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、ケアラー及びケア対象者を社会全体で支えるため、ケアラー

に対する支援（以下「ケアラー支援」という。）に関する基本理念を定め、市の

責務並びに市民等、事業者、関係機関及び学校等の役割を明らかにするとともに、

ケアラー支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、全ての

ケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的と

します。 

（定義） 



 

 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによります。 

(1) ケアラー 高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、

友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他

の援助（以下「介護等」という。）を提供する者をいいます。 

(2) ヤングケアラー ケアラーのうち、１８歳未満の者をいいます。 

(3) 若者ケアラー ケアラーのうち、１８歳からおおむね４０歳に達するまでの

者をいいます。 

(4) ビジネスケアラー ケアラーのうち、主として仕事をしている者をいいます。 

(5) ケア対象者 ケアラーから介護等の提供を受ける者をいいます。 

(6) 市民等 市内に居住する者、通勤する者及び通学する者をいいます。 

(7) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。 

(8) 関係機関 介護、医療、教育、就労、児童の福祉、障がい者、障がい児又は

生活困窮者の支援その他これらに類する分野の業務を行い、その業務を通じて

日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいいます。 

(9) 学校等 関係機関のうち、ヤングケアラー又は若者ケアラーと関わり、又は

関わる可能性がある学校その他教育に関する業務を行う機関をいいます。 

(10)民間支援団体 ケアラー支援を行うことを目的とする民間の団体をいいます。 

（基本理念） 

第３条 ケアラー支援は、全てのケアラーとケア対象者が、個人としてその意思を

尊重され、将来に夢と希望を持って健康で文化的な生活を営むことができるよう 

に行われなければなりません。 

２ ケアラー支援をするに際しては、ケア対象者及びその家族等に対する包括的な

支援が行われなければなりません。 

３ ケアラー支援は、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体

等の多様な主体が互いに連携しながら、ケアラーが孤立することのないよう社会

全体で支えるように行われなければなりません。 

４ ヤングケアラーに対する支援は、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、

民間支援団体等の多様な主体が互いに連携しながら、子どもの権利が最大限に尊 

重され、心身の健やかな成長及び発達並びに適切な教育の機会が確保されるよう 



 

 

に行われなければなりません。 

５ 若者ケアラーに対する支援は、その時期が子どもから社会人への移行期である

こと及び社会生活上の重要な選択がなされることの多い時期であることを踏まえ

て行われなければなりません。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介

護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育又は児童の福祉に関する制度その

他ケアラー支援に関する制度を勘案し、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ

計画的に実施するものとします。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、ケアラーの意向を尊重するととも

に、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体等と相互に連携

を図るものとします。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが安心して暮らすことができる

地域づくりに努めます。 

２ 市民等は、ケアラー支援に関する市の施策及び事業者、学校等を含む関係機関、

民間支援団体等の活動に協力するよう努めます。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市の施策に協力す

るよう努めます。 

２ 事業者は、雇用する従業員がビジネスケアラーである可能性があることを認識

し、当該従業員がビジネスケアラーであると認められるときは、その意向を尊重

しつつ、当該従業員が勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支

援を行うよう努めます。 

（関係機関の役割） 

第７条 学校等を除く関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている

状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市

の施策に協力するよう努めます。 



 

 

２ 学校等を除く関係機関は、日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にある

ことを認識し、その業務を通じて関わりのある者等がケアラーであると認められ

るときは、その意向を尊重しつつ、その業務において当該ケアラーの健康状態、

生活環境等を確認し、支援の必要性を把握するよう努めます。 

３ 学校等を除く関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適

切な他の関係機関、民間支援団体等への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行

うよう努めます。 

（学校等の役割） 

第８条 学校等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市の施策に協力す

るよう努めます。 

２ 学校等は、日常的にヤングケアラー及び若者ケアラーに関わる可能性がある立

場にあることを認識し、関わりのある者がヤングケアラー又は若者ケアラーであ

ると認められるときは、その意向を尊重しつつ、教育の機会の確保に係る状況、

健康状態、生活環境等を確認し、支援の必要性を把握するよう努めます。 

３ 学校等は、支援を必要とするヤングケアラー及び若者ケアラーからの相談に応

じるとともに、当該ヤングケアラー及び若者ケアラーに対し、市、関係機関、民

間支援団体等と連携し、必要な支援を行うよう努めます。 

（ケアラー支援計画） 

第９条 市は、第４条の規定によりケアラー支援に関する施策を実施するためのケ

アラー支援計画（以下「支援計画」という。）を策定するものとします。 

（ケアラー支援協議会の設置） 

第１０条 市は、支援計画に関すること及びケアラー支援に関する施策の総合的か 

つ計画的な推進について意見を求めるため、藤沢市ケアラー支援協議会（以下  

「協議会」という。）を設置します。 

２ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 

（広報及び普及啓発の促進） 

第１１条 市は、広報及び普及啓発を通じて、市民等、事業者、学校等を含む関係

機関、民間支援団体等が、ケアラーが置かれている状況についての理解及びケア

ラー支援に関する知識を深め、社会全体からケアラー支援が推進されるよう、必



 

 

要な施策を講じるものとします。 

２ 市は、ケアラーが自らの置かれている状況について理解し、必要な支援を求め

ることができるようにするため、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間

支援団体等に対し、ケアラー支援についての普及啓発その他の必要な措置を講じ

るものとします。 

（早期発見） 

第１２条 市、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体等は、ケアラーを発

見しやすい立場にあることを認識し、早期発見に向けた情報の共有を図るととも

にケアラーが置かれている状況を把握するよう努めます。 

（財政上の措置） 

第１３条 市は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

を講じるよう努めるものとします。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行します。 

 

 

 



第１部：特別講演 孤独・孤立って？～国の動向を知る～

大西 連 氏

第2部 トークセッション

アクティブリスニングサービス
LivelyTalk運営
株式会社 Lively

代表取締役 岡 えり 氏

認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい理事長
2021年6月より内閣官房孤独・孤立担当室政策参与、
2024年4月より内閣府孤独・孤立対策推進参与も務める。

2024年4月1日、「孤独・孤立対策推進法」が施行されました。「孤独・

孤立」とは何でしょうか？なぜ法律ができたのでしょうか？全国的な動

向を知ると同時に、地域の実践で求められることについて考えます。

望まない「孤独・孤立」は特別なものではなく、誰もが抱えることがあります。様々な形の孤独・

孤立を知り、どう寄り添うことができるのかを考えます。

地域福祉シンポジウム

孤独・孤立 を考える

※手話通訳・要約筆記あり

2025年

２月９日 （日）

（開場）13：00

13:30～15：30

湘南台文化センター
市民シアターホール

藤沢市湘南台1丁目8番地

会場

（お問合せ）藤沢市 地域共生社会推進室
☎0466-50-3544 ✉fj-kyousei@city.fujisawa.lg.jp

ひとりやないで！～統合失調症の
親と向き合う子どもの広場～

樅山 枝里 氏

ヒューマンスタジオ
不登校・ひきこもり研究所
代表 丸山 康彦 氏

司会

小川 優 氏
フリーアナウンサー
「障がいのアナ」代表
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障がい者サポート
（Ｗｅｂサービス）

～ひとりひとりにピッタリの手続・サービスをご案内します～

藤沢市では、市民ポータルサイト「ふじまど」のサービスとして障がい者サ
ポートをはじめました。
障がい者手帳の種類や障がいの等級によって受けられるサービスを、ひとり

ひとりの状況にあわせてご案内する「サービス検索」、相談ができる場所を表
示する「相談先」を中心に、サービスなどの関連情報をお知らせします。
障がい者手帳の有効期限などの情報を入力すると、更新の手続きが近づいた

ときにお知らせすることもできます。
ご本人だけでなく、ご家族やサービス事業者の方もご利用ください。

藤沢市

障がい者手帳の種類や障がいの等級を入力すると、医療
や手当、割引などの対象となるサービスを表示することが
できます。

相談内容や場所に応じた相談窓口をご案内します。

通 知

障がい者手帳などの有効期限が近づくとメールでお知ら
せします（利用者＋手帳情報の登録が必要です）。

藤沢市障がい者支援課 (０４６６)５０－３５２８

ここからアクセス！

資料８



4_1障害種別➀ 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 身体障害 40 29.9 30.1 30.1 

知的障害 58 43.3 43.6 73.7 

精神障害 35 26.1 26.3 100.0 

合計 133 99.3 100.0  

欠損値 システム欠損値 1 .7   

合計 134 100.0   

 

 
 

 

 

4_1障害種別➀ と 4_2①障害等級 のクロス表 

 

4_2①障害等級 

1級 2級 3級 4級 A1 

4_1障害種別➀ 身体障害 度数 18 13 1 3 0 

4_1障害種別➀ の % 50.0% 36.1% 2.8% 8.3% 0.0% 

知的障害 度数 0 1 0 0 14 

4_1障害種別➀ の % 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 25.9% 

精神障害 度数 6 25 2 0 0 

4_1障害種別➀ の % 17.1% 71.4% 5.7% 0.0% 0.0% 

合計 度数 24 39 3 3 14 

4_1障害種別➀ の % 19.2% 31.2% 2.4% 2.4% 11.2% 
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4_1障害種別➀ と 4_2①障害等級 のクロス表 

 

4_2①障害等級 

A2 B1 B2  

4_1障害種別➀ 身体障害 度数 1 0 0 36 

4_1障害種別➀ の % 2.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

知的障害 度数 19 15 5 54 

4_1障害種別➀ の % 35.2% 27.8% 9.3% 100.0% 

精神障害 度数 1 0 1 35 

4_1障害種別➀ の % 2.9% 0.0% 2.9% 100.0% 

合計 度数 21 15 6 125 

4_1障害種別➀ の % 16.8% 12.0% 4.8% 100.0% 

 

 

4_3障害種別➁ と 4_4➁障害等級 のクロス表 

 

4_4➁障害等級 

1級 2級 3級 4級 A1 

4_3障害種別➁ 知的障害 度数 0 0 0 1 7 

4_3障害種別➁ の % 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 58.3% 

精神障害 度数 5 4 1 0 0 

4_3障害種別➁ の % 50.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 

合計 度数 5 4 1 1 7 

4_3障害種別➁ の % 22.7% 18.2% 4.5% 4.5% 31.8% 

 

4_3障害種別➁ と 4_4➁障害等級 のクロス表 

 

4_4➁障害等級 

A2 B1 B2  

4_3障害種別➁ 知的障害 度数 2 1 1 12 

4_3障害種別➁ の % 16.7% 8.3% 8.3% 100.0% 

精神障害 度数 0 0 0 10 

4_3障害種別➁ の % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

合計 度数 2 1 1 22 

4_3障害種別➁ の % 9.1% 4.5% 4.5% 100.0% 

 

4_5障害の重複 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 なし 106 79.1 80.3 80.3 

身体+知的 19 14.2 14.4 94.7 

身体+精神 1 .7 .8 95.5 

知的+精神 6 4.5 4.5 100.0 

合計 132 98.5 100.0  

欠損値 システム欠損値 2 1.5   

合計 134 100.0   

 



 
 

 

5_発達・高次脳_重心の有無 

 度数 パーセント 

有効パーセ

ント 

累積パーセ

ント 

有効 なし 71 53.0 72.4 72.4 

発達障害 19 14.2 19.4 91.8 

高次脳機能障害 7 5.2 7.1 99.0 

重症心身障害 1 .7 1.0 100.0 

合計 98 73.1 100.0  

欠損値 システム欠損値 36 26.9   

合計 134 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6_障害支援区分 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 区分2 7 5.2 5.2 5.2 

区分3 20 14.9 14.9 20.1 

区分4 41 30.6 30.6 50.7 

区分5 38 28.4 28.4 79.1 

区分6 28 20.9 20.9 100.0 

合計 134 100.0 100.0  

 

 
 

9_計画相談有無 

 度数 パーセント 

有効パーセ

ント 

累積パーセ

ント 

有効 なし 31 23.1 23.1 23.1 

あり 103 76.9 76.9 100.0 

合計 134 100.0 100.0  

 

 



10_日中活動 

 度数 パーセント 

有効パーセ

ント 

累積パーセ

ント 

有効 就労 1 .7 .8 .8 

就労移行支援 1 .7 .8 1.7 

型就労継続支援B 18 13.4 15.0 16.7 

生活介護 63 47.0 52.5 69.2 

通所介護 1 .7 .8 70.0 

リハビリテーション通所 1 .7 .8 70.8 

デイサービス 1 .7 .8 71.7 

日中一時支援 1 .7 .8 72.5 

グループホーム 33 24.6 27.5 100.0 

合計 120 89.6 100.0  

欠損値 システム欠損値 14 10.4   

合計 134 100.0   

 
 

11_通院*2 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 なし 20 14.9 14.9 14.9 

あり 114 85.1 85.1 100.0 

合計 134 100.0 100.0  

 



 
 

12_医療的ケア*3 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 なし 107 79.9 79.9 79.9 

あり 27 20.1 20.1 100.0 

合計 134 100.0 100.0  

 

 
 

 

 

13_夜間対応*4 

 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 

有効 なし 39 29.1 29.1 29.1 

あり 95 70.9 70.9 100.0 

合計 134 100.0 100.0  

 



 
 

 

 

社福法人2カテゴリ と 11_通院*2 のクロス表 

 

11_通院*2 

合計 なし あり 

社福法人2カテゴリ 社会福祉法人 度数 0 28 28 

社福法人2カテゴリ の % 0.0% 100.0% 100.0% 

調整済み残差 -2.5 2.5  

それ以外 度数 20 86 106 

社福法人2カテゴリ の % 18.9% 81.1% 100.0% 

調整済み残差 2.5 -2.5  

合計 度数 20 114 134 

社福法人2カテゴリ の % 14.9% 85.1% 100.0% 

 

 

カイ 2 乗検定 

 値 自由度 

漸近有意確率 

(両側) 

正確な有意確率 

(両側) 

正確有意確率 

(片側) 

Pearson のカイ 2 乗 6.210a 1 .013   

連続修正b 4.813 1 .028   

尤度比 10.266 1 .001   

Fisher の直接法    .014 .006 

線型と線型による連関 6.164 1 .013   

有効なケースの数 134     

 

 

 

 

 



 

社福法人2カテゴリ と 12_医療的ケア*3 のクロス表 

 

12_医療的ケア*3 

合計 なし あり 

社福法人2カテゴリ 社会福祉法人 度数 18 10 28 

社福法人2カテゴリ の % 64.3% 35.7% 100.0% 

調整済み残差 -2.3 2.3  

それ以外 度数 89 17 106 

社福法人2カテゴリ の % 84.0% 16.0% 100.0% 

調整済み残差 2.3 -2.3  

合計 度数 107 27 134 

社福法人2カテゴリ の % 79.9% 20.1% 100.0% 

 

 

カイ 2 乗検定 

 値 自由度 

漸近有意確率 

(両側) 

正確な有意確率 

(両側) 

正確有意確率 

(片側) 

Pearson のカイ 2 乗 5.330a 1 .021   

連続修正b 4.177 1 .041   

尤度比 4.820 1 .028   

Fisher の直接法    .032 .024 

線型と線型による連関 5.290 1 .021   

有効なケースの数 134     

 

社福法人2カテゴリ と 13_夜間対応*4 のクロス表 

 

13_夜間対応*4 

合計 なし あり 

社福法人2カテゴリ 社会福祉法人 度数 13 15 28 

社福法人2カテゴリ の % 46.4% 53.6% 100.0% 

調整済み残差 2.3 -2.3  

それ以外 度数 26 80 106 

社福法人2カテゴリ の % 24.5% 75.5% 100.0% 

調整済み残差 -2.3 2.3  

合計 度数 39 95 134 

社福法人2カテゴリ の % 29.1% 70.9% 100.0% 

 

カイ 2 乗検定 

 値 自由度 

漸近有意確率 

(両側) 

正確な有意確率 

(両側) 

正確有意確率 

(片側) 

Pearson のカイ 2 乗 5.148a 1 .023   

連続修正b 4.142 1 .042   

尤度比 4.850 1 .028   

Fisher の直接法    .034 .023 

線型と線型による連関 5.110 1 .024   

有効なケースの数 134     



 

グループ統計量 

 
社福法人2カテゴリ 度数 平均値 標準偏差 

平均値の標準誤

差 

6_障害支援区分 社会福祉法人 28 5.0714 1.21499 .22961 

それ以外 106 4.2830 1.05789 .10275 

 

 

独立サンプルの検定 

 

等分散性のための Levene の検定 

2 つの母平均の差の検

定 

F 値 有意確率 t 値 自由度 

6_障害支援区分 等分散を仮定する .951 .331 3.398 132 

等分散を仮定しない   3.134 38.500 

 

独立サンプルの検定 

 

2 つの母平均の差の検定 

有意確率 (両側) 平均値の差 差の標準誤差 

差の 95% 

信頼区間 

下限 

6_障害支援区分 等分散を仮定する .001 .78841 .23200 .32949 

等分散を仮定しない .003 .78841 .25155 .27938 

 

独立サンプルの検定 

 

2 つの母平均の差の検

定 

差の 95% 信頼区間 

上限 

6_障害支援区分 等分散を仮定する 1.24733 

等分散を仮定しない 1.29744 
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令和６年度 第２回 藤沢市障がい者総合支援協議会 実施概要 

 

日 時：２０２４年（令和６年）１０月１０日（木） 

午前１０時から午後１２時まで 

会 場：藤沢市役所本庁舎５階 ５－１・５－２会議室 

委 員：山本委員、鈴木委員、種田委員、新城委員、飯塚委員、島村委員、紀井委員、 

    川久保委員、向井委員、角田委員、渡部委員、深見委員、齊藤委員、神保委員、 

    船山委員、山田委員、妹尾委員、八十島委員、沼井委員、西岡委員、戸髙委員、 

    露木委員、村松委員、佐藤委員 計２４名 

事務局：佐藤福祉部長 

障がい者支援課（臼井、星野、田口、飯沼、伊原） 

子ども家庭課（原田、斎藤、福岡） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田） 計１０名 

欠席者：３名 

傍聴者：３名 

 

１  報告事項 

（１） ふじさわ障がい者プラン検討委員会の実施結果について 

 ・資料に基づき実施概要を説明した。 

（２） 各専門部会の実施結果について 

・各専門部会代表より第１回、第２回の実施結果を報告した。 

 

（相談支援部会）佐藤代表より説明 

・第 1回目は相談支援体制の強化、推進について各委員から様々な意見を出された。そのう

ち、部会としての優先する協議事項を①安全安心プランの普及、②相談支援体制整備とした。 

・第 2回目は安全安心プランについて、その認知度の低さという課題、その原因、対応策を

議論した。 

・第３回目では藤沢市内にある会議体をうまく活用しながら、周知活動の協議を行う。また

指定特定相談の連絡会等もあるため、相談支援専門員から安全安心プランの作成について勉

強会を行いたい。そのためにも、まずは専門部会委員で安全安心プランの作成を試みて、そ

れを踏まえ今後の周知方法、記載方法の修正とかブラッシュアップにつなげたい。 

 

（連携支援部会）妹尾代表より説明 

・第１回目は連携支援という言葉のとおり、非常に幅広い意見がある。連携という概念、フ
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レーズに関して委員間で共通認識をもつため、理想の連携像について意見交換を行った。 

・第２回目では、他職種連携、特に教育を含む連携を今年度は取り組みとして共通認識とし

た。 

・これまで第 2回まで実施したが、違う分野から集まった委員間で話を進めていくこと自体

が、連携することに非常に似ているという重要な気づきがあった。そのため、初めに共通言

語を作ること、見える化すること、これを行わないと、他分野の人たちがうまく連携できる

かどうか左右するので、このことを意識しながら連携について考えていきたい。 

 

（就労支援部会）船山代表より説明 

・１回目は地域の障がいのある人たちの働き方についての課題抽出を行った。企業が障がい

のある方を知る機会も少ないことが、障がい者雇用を難しくしているのではないか、障がい

のある人たちが働くことで発生する課題や暮らしの中の課題が問題など様々なレベル意見

があった。その中で６つの課題が抽出された。 

・２回目では協議会の鈴木副代表に参加していただき、障がい者雇用支援についてマンダラ

ートを使って課題抽出を行った。そのなかで、企業と障がいのある方たちの接点を増やして

いかなくてはいけないという課題はクローズアップされた。そのため、今年度は職場開拓実

習先を確保していく方向性で考えている。 

 

（生活支援部会）戸髙委員より説明 

・１回目は課題抽出を行い、部会としての優先する協議事項を決定した。ひとつは日中支援

型以外の事業所について入居者の重度化、高齢化への対応、もうひとつは日中支援サービス

支援型グループホームの支援の在り方を優先して協議していく。 

・２回目では、重度化、高齢化について課題の深堀りを行った。また聴覚障がいの方は高齢

者の施設を利用することが多い。また、コミュニケーション面の支援が課題。 

 

各専門部会報告を受け、鈴木副代表説明 

・各専門部会で用いられたマンダラートは複雑な課題の要素、構造を分解し見える化するこ

とで明確な課題設定ができる手法である。 

・問題課題が抽象的だと委員間で共通認識が図れない場合もあるため、この手法は有効的で

ある。 

・具体的に各専門部会で何をすればいいのか見えてくるまで利用していただきたい。 

 

【質疑・意見】 

以下川久保委員発言 
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・連携支援部会では学校との連携は協議課題としているが、アドドバイザーとして市教育委

員会に来ていただきたい。 

→（妹尾委員）連携支援部会が先日行われたが、教育委員会の話は触れなかったので、次回

の検討課題としたい。 

 

以下島村委員発言 

・相談支援部会において安全安心プランを検討していく中で個人情報の流出が不安だとい

う意見があったが、集約、管理はどのように行うのか。 

→（臼井参事）基本的には管理が難しい。支援者が安全安心プランを持ってないと支援がで

きないため、他人には共有しない前提で当事者、ご家族の方が支援者へプランをお渡しいた

だく形になっている。そのため個人情報流出に不安がある場合、お渡しできない形にはなっ

てしまう。市では障がい者支援課と危機管理課にて管理を行っている。 

 

２ 協議事項 

（１）各専門部会の協議事項について 

以下事務局説明 

・協議題の趣旨が３点あることを説明。１点目は共通で提案された協議事項の整理をするこ

と、２点目は各部会での検討過程において、他の部会への協議したいや合同して協議したい

課題を洗い出すこと、３点目は今後の各部会での協議に際し、障がい特性や地域課題からの

留意事項を確認すること。 

・医療的ケアについては、連携支援部会、生活支援部会で取り上げられた協議事項であるが、

世代によっても課題観が異なるため、一律な議論が成立しづらい、制度面と個別支援面の課

題が混在することなどを理由に分科会等を設置する大規模な協議体を組織し、課題と論点、

手法等を整理していくことが必要。そのため総合支援協議会、専門部会では主たる協議題と

しては取り扱うことはせず、障がい児者の医療的ケアを専門に取り扱う協議体を設置し、協

議会との連携を図ることを検討している。 

・協議依頼や合同協議については資料４を用いて、各専門部会第２回目までの実施内容、今

後の課題、他部会、団体と連携して取り組みたい協議事項を説明。 

 

説明を受け鈴木副代表発言 

・各専門部会にて連携というキーワードが飛び交っているが、福祉と学校を例にすると、学

校側から子供の発達や学習に関する個人情報が情報保護の観点から提供できないことによ

って、福祉側で要支援者を十分に抽出できないことが課題というように、何が行動されない

から課題が発生するのかを明確にしない限り、連携に関する議論は終わらない。 
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・連携という言葉は使わずにどういった理由で課題となっているかあぶり出しをする会議

としてほしい。 

 

【質疑・意見】 

以下佐藤委員発言 

・新たな協議体は藤沢市の関連会議の関連図でいくと、自分が選出母体となっている藤沢市

発達障がい者地域支援会議のような位置付けで、新たな協議会が位置するという理解でよろ

しいか。 

→（臼井参事）まだ具体案のイメージはないが、関連会議体の中には当然位置づけられる。 

いうのは当然に位置づけられる。協議事項によっては、世代、疾患ごとなど細分化されたケ

ース対応も含めた議論になるため、その場合連携するところも様々になる。 

 

以下船山委員発言 

・連携がうまくいかない理由を考えると、時代によって変わる制度、人の流れ、環境が原因、

問題点だと考える。 

・さまざま支援ができるようになったが、このことで事業が線引きされるようになった。課

題の共通認識、支援方法を検討してもサービス提供事業者都合で切り上げてしまい、利用者

に不利益が生じてしまう状況、環境がある。このことを踏まえて会議に臨んでいきたい。 

 

以下沼井委員発言 

・これまで学校にいたが、生徒の生活指導にはなかなか入りにくいが、配置されているコミ

ュニティソーシャルワーカーから、家庭の様子が示されたケースがあった。障がい者の防災

についても危機管理課の方にどのような形で実際に動くのが重要か正しい防災の考え方を

聞くなどが重要と考える。 

 

（２）日中サービス支援型グループホームの評価について 

・藤沢市における日中サービス支援型グループホームの評価について、資料４を用いて、こ

れまでの経過、今年度のスケジュール、評価にあたり委員から事業所への意見、質問を反映

する旨を説明。 

 

【質疑・意見】 

以下深見委員発言 

・藤沢市外の日中サービス支援型グループホームに入居している方もいると思うが、他市か

らの照会依頼、また他市からの情報提供は可能か。 
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→（臼井参事）数年前から実施しているが、他市からの結果はもらっていないため、確認す

る。基本的に評価は事業所単位のため、例として横浜市援護の方が藤沢市のサービスを利用

しても照会が来ることはない。本協議会は藤沢市にある日中サービス支援型の事業所へ意見

を申し述べる。 

 

以下妹尾委員発言 

・本協議会の議事録が公開されているように、この評価結果についても公表されるものなの

か。事業所への意見・要望に対する強制力はないということだが、公表されるだけで緊張感

が出ると思う。 

→（臼井参事）公表する事業であり、県にも報告する形になっている。 

 

３ その他 

・資料５を用いて露木委員より、令和６年度第５６回社会福祉大会について説明をいただい

た。 

・当日配布資料を用いて、種田委員から「スポーツシンポジウム 2024」、「パラスポーツフェ

スタ」の説明、八十島委員より「性について 講演会」の説明をいただいた。 

 

・資料配布はなかったが、向井委員より「精神疾患の当事者への訪問支援・対応について 講

演会」の 

説明をいただいた。 

 

【事前配布資料】 

２０２４年度（令和６年度）総合支援協議会委員及び事務局員名簿 

資料１－１ 第 1回 ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施報告 

資料１－２ 第２回 ふじさわ障がい者プラン検討委員会 実施報告 

資料２－１ 第１回 相談支援部会 実施報告 

資料２－２ 第１回 連携支援部会 実施報告 

資料２－３ 第１回 就労支援部会 実施報告 

資料２－４ 第１回 生活支援部会 実施報告 

資料３－１ 専門部会 実施結果・協議事項一覧 

資料３－２ 医療的ケアに関する協議の場について 

資料４   日中サービス支援型グループホーム事業の評価について 

資料５   令和６年度 第５６回社会福祉大会チラシ 
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【当日配布資料】 

・スポーツシンポジウム 2024チラシ 

・性について 

・パラスポーツフェスタチラシ 

 

以上 
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令和６年度 第２回 藤沢市障がい者総合支援協議会 会議録 

 

日時：２０２４年（令和６年）１０月１０日（木）午前１０時から１２時まで 

 

会場：藤沢市役所本庁舎５階 ５－１、５－２会議室 

 

委員：齊藤代表、鈴木副代表、山本委員、種田委員、新城委員、飯塚委員、 

島村委員、紀井委員、川久保委員、向井委員、角田委員、渡部委員、 

深見委員、神保委員、船山委員、山田委員、妹尾委員、八十島委員、 

沼井委員、西岡委員、戸髙委員、露木委員、村松委員、佐藤委員 

計２４名 

欠席３名 

事務局：佐藤福祉部長 

子ども家庭課（原田、齊藤、福岡） 

障がい者支援課（臼井、星野、田口、飯沼、伊原） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田）  

計１０名 

傍聴者：３名 
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１ 開会 

（事務局：臼井） 

藤沢市障がい者支援課長の臼井でございます。本日もお忙しい中ご出席をい

ただきましてありがとうございます。早速ではございますが、開会に先立ちま

してご報告とご確認の時間を頂戴いたします。１点目として委員の出席状況に

つきましてご報告をいたします。委員２７人中、出席委員が２４人でございま

す。この会議においては会議の成立要件はございませんので、あわせてご案内

いたします。２点目として、会議の公開についての確認となります。この会議

は原則公開としております。傍聴の方はあらかじめ入室をいただいております

のでご了解ください。３点目として会議の進行に関してのご案内となります。

本日は会場１６人、Ｗｅｂ参加が６人のハイブリッドでの開催となります。円

滑な進行にご協力くださいますようお願いいたします。４点目として資料等の

確認でございます。資料につきましては、これから読み上げて参りますのでご

確認をお願いいたします。 

・令和６年度第２回藤沢市障がい者総合支援協議会日程 

・２０２４年度（令和６年度）総合支援協議会委員及び事務局員名簿 

・令和６年度第１回藤沢市障がい者総合支援協議会議事録 

・資料１-１ 第１回ふじさわ障がい者プラン検討委員会実施報告 

・資料１-２ 第２回ふじさわ障がい者プラン検討委員会実施報告 

・資料２-１ 第１回相談支援部会実施報告 

・資料２-２ 第１回連携支援部会実施報告 

・資料２-３ 第１回就労支援部会実施報告 

・資料２-４ 第１回生活支援部会実施報告 

・資料３-１ 専門部会実施結果 

・資料３-２ 医療的ケアに関する協議の場について 

・資料４ 日中サービス支援型グループホーム事業の評価について 

・資料５ 令和６年度第５６回社会福祉大会のチラシ 
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・追加資料１ 第２回連携支援部会実施報告 

・追加資料２ 第２回就労支援部会実施報告 

・追加資料３ 第２回生活支援部会実施報告。 

・性について（研修会のチラシ） 

・藤沢市スポーツシンポジウム２０２４（チラシ） 

・藤沢パラスポーツフェスタ２０２４（チラシ） 

以上でございますが資料に過不足等ございましたらお声掛けください。それで

はここからは進行を齊藤代表にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

２ 委員紹介 

（齊藤代表） 

では、ただいまより第２回総合支援協議会を開催したいと思います。早速で

すが、現時点でまだ選出されていなかった委員さんがいらっしゃって、それが

今回決まったということで発達障がい者支援協議会から佐藤委員が選出されま

した。一言ご挨拶いただけますでしょうか。 

（佐藤委員） 

ただいまご紹介いただきました。母体としては藤沢相談支援ネットワークで

選出母体としては藤沢市発達障がい者地域支援会議の方から選出をされて参加

をさせていただいております佐藤です。この協議会においては相談支援部会の

代表も兼ねての参加になります。よろしくお願いいたします。 

 

３ 報告事項 

（１）ふじさわ障がい者プラン検討委員会の実施結果について（資料１－１、

１－２） 

（齊藤代表） 
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それでは続きましてですが、報告事項に移りたいと思います。 

報告事項の１、ふじさわ障がい者プラン検討委員会の実施結果についてという

ことで、資料１-１と１-２をご覧いただきながら、事務局の方でご説明をお願

いしたいと思います。 

（事務局：臼井） 

臼井でございます。本日は髙山委員、プランの検討委員会の代表をしていた

だいておりますが、ご欠席ですので事務局の方で代わりにご報告を申し上げた

いと思います。障がい者プランにつきましては昨年度、中間見直しを行ってお

りまして、今年度から見直し後の計画ということで事業の進行管理と次の継

続、策定に向けての課題の分析評価の役割を持っております。資料１-１に基

づきましてご説明いたします。第１回の会議につきましては５月１６日に開催

をいたしました。新たな委員任期となりましたので、代表選出ということで髙

山代表と戸髙副代表が選出されまして、報告事項として、検討委員会の設置目

的と障がい者プランの法的な位置づけ、障がい者プランは障がい者計画と障が

い福祉計画と障がい児福祉計画という三つの計画を合わせたものでございま

す。それぞれ法的位置付けがございますので、そちらのご説明、それから中間

見直しでどのような施策の取り組みが新たに見えたかとか、どういうところを

重点に進めていくかというところについて、前の計画からの変更点の確認を行

いました。共有事項としては、この会議によってそれからオブザーバー参加の

承諾を受けていたものでございます。委員からは評価方法がありますとか、オ

ブザーバー参加に関して傍聴等のサインの確認などの質疑がございました。次

に資料１-２に基づきましてご説明をいたします。第２回の会議につきまして

は８月２６日に開催いたしました。報告事項といたしましては、見直し前の計

画に位置づけられているものになりますが、令和５年度の事業の実績について

の説明を行いました。５年度までの計画については実施主体、主に障がい者支

援課や市の他の課の取り組みになりますので各課が自己評価した結果に基づき

まして、できていない事業を改善していこうという評価手法で行った評価結果

についてご説明を行いました。委員からは事務手続きについては、やれて当然

であるので評価が甘いといった御指摘を初め各事業内容の確認をいただきまし

た。協議事項といたしましては、中間見直し後の評価手法についての検討を行

いました。これまでは自己評価の達成度でありましたので、今後は活動の結果

や成果に基づいてどのような状況にあるか、取り組みができているか、効果が
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あるのか、といったところを確認するモニタリングに改めていくということに

ついても協議を行ったものでございます。また施策の中心となる取り組みを選

定して、指標を設定するということで評価とか分析の内容を掘り下げていこう

ということについても協議を行いました。ＫＰＩという重要業績評価指標とい

うものを設定しまして、その取り組みがうまくいっていれば、例えば障がい理

解が進むというような形のシナリオに基づく評価としてやっていくという案で

ございます。委員からは成果指標として、例えば講演会の参加者数とか、アン

ケートの結果なのか、といった成果のレベルの置き方や検討の機会も限られて

おりますので、どのくらいの数の事業を掘り下げるのか、といったことについ

ての意見がありまして、次回１０月２１日の会議において、主に掘り下げる事

業の選定ですとか、評価指標等についても協議を進める予定となっておりま

す。私からは以上でございます。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございます。ただいまプランの検討委員会の方の報告をい

ただきましたがこれにつきまして何か、ご意見ご質問等ある方いらっしゃいま

すでしょうか。では、とくになければ、次に行きたいと思います。 

（２）各専門部会の実施結果について（資料２－１～２－４） 

（齊藤代表） 

では次に報告事項の２、各部会専門部会、それぞれのご報告をお願いしたい

と思います。まずは相談支援部会からお願いしたいと思います。佐藤委員お願

いできますでしょうか。 

（佐藤委員） 

はい。それでは、相談部会の佐藤から相談部会の報告をさせていただきま

す。資料としては資料の２-１と、追加資料の１になります。第１回に関しま

しては、７月３０日に第１回を実施しております。簡潔に報告をさせていただ

きますので主だったものは資料の方ご覧いただければと思います。第１回目に

関しては他の部会もこれを活用していると伺っていますが、ちゃんと活用させ

ていただいて第１回目については相談支援体制の強化ですとか推進に対してど

ういうことが必要なのかということを各委員から様々な意見を出していただき

ました。その中で資料１の２面になりますけれども、意見として多かったのが

相談支援体制の整備、あと安全安心プラン、１番にも関わりますけど計画相談



6 

 

利用者数の増加というところ、あとは機関との連携、相談へのアクセスなどが

挙げられておりました。この中でこの後の部会の方からも少し発言があるかも

しれませんが、第２回に向けては安全・安心プランのことを進めていこうとい

うことで、事務局とも話をして第２回の方に進んでおります。第１回目の４番

の他機関との連携みたいなところでは、連携部会との共同ですとか、連携部会

にもご議論いただくことが今後ひょっとしたら出てくるかもしれませんので、

そのあたりは追って報告ができればと思っております。続いて第２回目追加資

料１になります。第２回目は９月２６日に実施をされております。先ほども申

し上げました通り第２回目に関しましては、安全・安心プランについて議論し

ました。これも各委員から、安全・安心プランが使用されていない、なかなか

広がっていないという状況を踏まえて、どういったことが原因なのか、それに

対する対応策はどういったものがあるかということを委員の中でいろいろ意見

を出し合って議論していきました。そのことの内容については記載の通りにな

っておりますのでご覧いただければと思います。第３回目に向けては、まず周

知をしていくということで、新たな周知の場を作っていくということよりかは

今藤沢市内にある合議体をうまく活用しながら周知活動をやっていこうという

ことと、指定特定の連絡会等もございますのでまず相談支援専門員からそうい

った安全安心プランの作成について勉強会をしていくと、その勉強会を進める

にあたって、まずは委員で安全安心プランを作成してみて、それを踏まえて、

今後の周知方法や記載量を修正とかブラッシュアップみたいなものになってい

けばということで第２回目を終えています。簡単ですが、相談支援部会の報告

は以上になります。 

（齊藤代表） 

ありがとうございます。各部会に関してのご意見等は一括して後ほどお願い

しますので、続いては連携部会になります。妹尾委員お願いします。 

（妹尾委員） 

妹尾と申します。連携支援部会について報告をさせていただきます。第１回

８月５日ということで資料が２-２になっております。第２回は今週の月曜日

でしたので資料としては間に合っておりませんが、報告は資料３-１の表の中

に入れ込んでいただいていますのでそこの二つをご覧いただければと思いま

す。まず１回目は８月５日、連携支援ということで非常に幅広い内容で各委員

から助言をいただいていた検討したい内容について、まずは連携というキーワ
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ードを共通言語化するために、連携という言葉に期待する各位の像をすり合わ

せました。また続いて２回目の方は支援という言葉についても、連携を支援す

るとは一体どういうことなのかというような話をしています。その後に各委員

会から委員の方から出していただいたキーワードについて整理をしていきまし

た。主にどんな相手と、誰と誰が連携するのかということで、何のために連携

するのか、どのように連携するのかというようなことをジャンルに分けていっ

たという内容なのですけど、簡単に紹介しますと例えば誰のために、何のため

に、ということで在宅にて支援を受けている方や、それをしている在宅のケア

ラーの方など、あとは医療的ケアの方のためにとか、学齢期の子、縦串、横串

をしっかりと作るための連携や、事業所と学校がうまく連携するための方法と

か、高齢障がいを予防するための連携が必要なのではないか、また誰とかとい

うことで介護保険とか包括支援センター、学齢期のお子さんがいる家庭と教育

と福祉のための連携ということで、国の方での提案をしているトライアングル

プロジェクトというようなことについて委員の方からご紹介をいただいていま

す。このようなことのために、どういうところから我々が手をつけていくかと

いう宣言を整理していく中で、他職種連携ということと特にそこに学校教育を

含むというようなことを今年度は取り組んでいきたいと共通認識に至りまし

た。今回２回話をしまして、そもそも違う分野から集まった新しい仲間の中で

話を進めていくということは、また連携するということについても非常に似て

いるという重要な気づきがあって、一つはやはり共通言語を作るということ

と、それを見える化するということ、それをうまくしないと違う分野の人たち

がうまく連携するにあたって手探りになるのではないかと、そういったことを

意識しながらこの回を進めながら連携というものについて考えていきたいなと

思っております。簡単ですが、報告は以上です。 

（齊藤代表） 

はい。ありがとうございます。それでは続いて就労支援部会、船山代表お願

いいたします。 

（船山委員） 

就労支援部会について私は藤沢市就労福祉連絡会からの選出となっておりま

す。船山です。報告させていただきます。資料の方は２-３になります。第１

回就労支援部会は８月７日に開催されました。ここでは他の部会もあってマン

ダラートという手法を使って地域の障がいのある人たちの働き方についての抽
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出を行いました。委員の方達からは様々な意見が出ておりました。やはり企業

の方が障がいのある方達を知る機会が少ないことは障がい者雇用も難しくして

いるところがあるのではないかとか障がいのある人たちが働く上で衝突するよ

うな課題だとか、暮らしの中での課題みたいなものが働くことに対して少し問

題になっているのではないかとか、企業さんが障がい者雇用をする上でいろん

な不安があるだとか、そういった部分に対して話がしっかりできてないのでは

ないかとか、そのような意見も様々に出ていてその中で六つの課題が抽出され

たことになっています。優先的に考えていかないといけないのが障がい者の雇

用支援です。障がい者の雇用支援というのは、障がいのある方達を雇用する企

業への支援も含めて当事者の方達も当然働くための準備だとか、働き続けるた

めにどうするかだとか、そういったところに対しての支援も必要だと考えてお

ります。今藤沢市内に就労系の事業所が多くなっており、就労移行や就労Ａ、

Ｂ等を合わせると６０近くとかなり多くなっております。そういった中で、施

設の中でトレーニングする職業準備業務、職業準備に対しての支援をするとい

うわけではなくて、企業の中に入って仕事をするための準備みたいなものをす

るような場があるといいのではないかという話が出て、職場体験実習というも

の実施していきたいというような話をしていきました。また、やはり企業の方

達も含めて一般市民の方達も含めて、障がいのある人達がよく就労支援をして

いると、どういう仕事ができるのだろうか、障がいのある人達にどういう仕事

をしてもらえるのだろうかとか、例えばどんな配慮が必要なのだろうかとか、

そのような質問をされることがとても多いです。そういった中で、障がいのあ

る人達のことを知ってもらうための場みたいなものも必要なんじゃないか、と

いう意見もあり、さらに困難ケースへの支援ということでやはり働きたいとい

う思いはあるのだけどもその職業の性質とか、また企業さんもこうしたいとい

う思いはあるのだけれども、どのような形でこうしていけばよろしいのかな

ど、そういったところの支援も必要だと考えております。また先ほど申し上げ

ました通り、事業所が非常に増えてきていますので、地域のサービス提供事業

所のサービス提供の質の担保も地域で考えなくてはいけないと思っておりま

す。就労アセスメントというものは、いわゆる職業能力の評価ということで、

評価という言葉が妥当かどうかはいろいろあると思うのですが、障がいのある

当事者の人達がどのような工夫をすれば働けるようになるか、どのような支援

があれば働くことが可能であるとか、そういったような視点でアセスメントを

していきましょう、その人達も働く可能性を見出していきましょうというよう
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なアセスメントをする事業が来年度の秋に始まる就労選択支援といい、その就

労選択支援に備えて、そういったアセスメント、どこの事業所、どこのサービ

ス提供事業所に行っても一定程度のレベルでできるような状況にしていった方

がいいのではないかとか、また相談支援事業所等との連携も必要なのではない

かというところでこんな事業だとか８０５０も含めた社会に対しての支援みた

いなところも必要だろうというところで、この六つのところを優先的に協議し

ていきましょうというところで１回目が終わりました。部会も企業の雇用支援

ってところに関して焦点を当てて考えていきましょうということで９月２７日

に実施しました。まず協議会の鈴木副代表に来ていただいて、これもマンダラ

ートという手法を使ってどういったところを優先して考えていきましょうとい

うところをかなりマス埋めしていくような形でその課題抽出をしていったので

すけれども、課題は結構クローズアップされてどういうところを中心に話し合

っていくのかというところが話し合えてよかったと思っています。話の中では

やっぱり企業さんと障がいのある方達の接点をもっと増やしていかなくてはい

けないという部分で市内に職場実習先を開拓していきましょうという話で、商

工会さんやハローワークさんなんかの協力を得て障がいがある方達の実習の受

け入れ先を探していきましょうというような話が出ておりまして、以前コロナ

禍前に１回このような事業を始めようとしたことがあります。その際には２０

数ヶ所の市内の企業より、障がいのある方達の受け入れをしてもいいというお

話をいただいて、その企業さんに行政と一緒に私も行って話をして、障がいの

方達を受け入れる上でこういうふうな配慮が必要ですというような話をさせて

いただいたのですけども、そういったことをコロナも少し落ち着いてきたとい

うところで、もう一回再度始めていきたいというところで、第２回目のところ

まで構想は動き出しております。今年度は障がい者雇用促進法の改正があっ

て、企業さんも障がいがある方達への合理的配慮が努力義務だったものが、義

務になったというところでかなり大きな転機となっているのですけれども、そ

ういったことも踏まえて、障がいのある方達がどんどん社会でその人らしく安

心して働けるように、安心して輝けるように支援をしていきたいというところ

で、今後の職場開拓実習先を確保していくというような方向性で現在考えてお

ります。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて最後の四つ目になります。 
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生活支援部会、戸髙代表お願いします。 

（戸髙委員） 

精神保健福祉協議会の方から出ております戸髙と申します。資料２－４、追

加資料の３を見ていただければと思います。各委員さんから生活支援部会でど

んなことを取り上げていくかということを挙げていただきました。皆さんもご

存知だと思うですが、全国で１００ヶ所、２，０００人の方が利用されている

恵というグループホームが、９月から事業停止になります。神奈川でも 7ヶ所

程あり実際に藤沢で利用されている方も１３名いらっしゃっていて、この方達

はどう更新するかという話がありました。元々日中サービス支援型共同生活援

助を作り上げる時にこれはグループホームなのか仕様としてはかなり議論があ

りましたが、結局グループホームの枠に中に入れてきており、ただしそういう

思いがあったので、地域評価型サービスにする上書きに、サービスの質の担保

を図る観点から地方公共団体の設置する協議会等に対して定期的に介助事業の

実施状況の報告をし、協議会等から評価を受けるとともに評議会から投稿の必

要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないというのは、これを示し

ているものです。この協議会の中でもその辺のところをちゃんとやるべきでは

ないかという意見が出て市の方で基本的なものを作っていこうとしたのです

が、神奈川県が来年７月２７日に日中サービス支援型共同生活援助を作るとき

の利用相談の書式を作って行いますということで、それ以降の新しい事業所に

関してはそういう報告書を出さなきゃいけなくなり、このまま協議会又は生活

支援部会の中で取り上げていく必要があるのではないかということで、事務局

の方から言われてそれを報告し検討するということになっております。先ほど

あった情報チームが挙げた中で、６つのカテゴリー「日中支援型グループホー

ムのあり方」、「訪問介護・在宅介護の支援の強化」、「障がい者家族の支援対

応」、「重度化高齢化の対応」、「事業所の体制強化」、「地域関係機関との連携」

は大事なところであるため、生活支援部会ではそういったものを中心に伝える

ことも並行してやっていくということを第１回と第２回の中で確認しておりま

す。藤沢に９ヶ所の日中支援型のグループホームがありますのでペーパーの事

前調査をやってどういう視点で関わっていったらいいかということも含めて検

討しています。これまでは３回しか受からないということで、どこまでまとめ

られるかわからないですけれども議会の所で、その報告を受けながらこれから

報告に対する対応のところも論議していく予定でおります。以上です。 
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（齊藤代表） 

ありがとうございました。各部会から報告をいただきまして皆さんからのご

意見等の前に、報告の中にも出てまいりましたが、マンダラートという手法に

ついて鈴木副代表にご協力いただいているということもございますので、その

辺の説明をしていただければと思います。 

（鈴木副代表） 

鈴木でございます。少しお時間頂戴して、各部会でご活用いただいたマンダ

ラートいう手法について簡単に説明をさせていただきます。まずマンダラート

というのは、複雑な課題になる、あるいは複雑な事象を作り上げている要旨や

構造を分解して、それぞれの問題課題を作り上げているものを「見える化」し

ていくといった手法でございます。また備える問題がある事象を作り上げてい

るそれぞれの要素、あるいはそれぞれの小さな課題、その課題にもそれぞれに

作り上げている問題や課題があるわけです。またそれをさらに「見える化」し

ていく、ということをしていくと一つの問題課題が何で形成されているのかと

いうことがはっきり見えてきます。そうするとはっきりしてきたものに対して

明確な課題設定ができる、といった手法となっております。協議会の場ではど

うしてもその抽出される課題というのが抽象的になりがちです。その抽出され

た問題課題が抽象的だと、そのために設定される課題というのも、ときにぼや

けてしまうということがあるわけでそうすると結局「課題がある」という共通

認識が持てたような意識で終わる。ただし、実際には抽象的な問題課題の把握

でそれぞれがそれぞれの解釈の中で問題課題を理解しているわけですから、実

は共通認識を図れてないこともたくさんあるわけです。結果的に解決しない。

ところが協議会というのは、地域の問題課題を「見える化」する、具体的に

「見える化」するということが重要になるわけでして。その一つの有効な手法

として今回マンダラートというものの活用をしているということでございま

す。ですから就労支援部会の中でも前回議論を全てマンダラートで整理をする

ということをしてみました。そうするとその議論がある一つの課題をどこに位

置づけるのかということが見えてくるというわけです。そうすると明確な課題

として、次はこれをやらなきゃいけないということが就労支援部会の中で最終

的に一定の結論として抽出されます。そのため、このマンダラートは１回使っ

て終わりというものではなくて、できればその具体的に何をするかというとこ

ろが見えてくるまで使っていただく、そこまで使えるツールだということもぜ
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ひご紹介できればなと考えております。本来であれば各部会に入らせていただ

いて、お助けできれば一番よかったのですけれども、今回就労支援部会の中で

少しモデル的に進めることができたのかなと思いますので、ここはぜひ事務局

の皆さんも就労支援部会の議論の整理の仕方ということでご参照いただいて、

少し活用することをご検討いただければと考えております。以上でございま

す。 

（齊藤代表） 

ありがとうございました。ある意味アセスメントのツールでもあるのだなと

いうことで理解していいのかなと思います。そのままモニタリングにも使って

いけるということなので、非常に具体的な結論が出しやすく進んでいくうちに

また課題が変わってきますから、それをモニタリングしていけばいいというこ

とで、多くの人が集まると共通言語が難しいというところがありますので大変

効率が良いのではないかと思いました。３年以内に何か結論を出すというメー

ルをいただいている各部会もありますので、その辺具体的にやっていければな

と思いました。ありがとうございました。それではここまでの各部会報告につ

いてご質問等あればお願いいたします。 

（川久保委員） 

自閉症協会の川久保です。連携支援部会で学校との連携は協議以降、協議課

題となりましたけども、今後も連携支援部会にアドバイザーとして市の教育委

員会においでいただきたいと思っております。文科省が出しているトライアン

グルプロジェクトは連携部会で提案いたしましたが、全国の良い事例とかそう

いう支援、ぜひ学校教育のアドバイザーのチーム、教育委員会も呼んでくださ

い。よろしくお願いします。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございます。連携支援部会についてのご意見ということで

した。連携というテーマですので、教育に限らずいろんな部門が連携に必要で

して、大きくどこかで取り扱っているので気になっているところとして、本当

に教育とかだけでなくて、あらゆる部分も含めての連携ということになります

ので今回切り口で言えませんが皆さん各立場でご協力いただけると思いますの

で、その辺もまた何かの機会にお話しいただければと思いました。今の意見に

対して連携支援部会が先日行われて、そこでの議論では誰に来て欲しいのかと
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いうようなことは特にまだいってなかったので次回以降の検討事項かなと思っ

てお聞きしました。では種田委員お願いします。 

（種田委員） 

藤沢市肢体障がい者協会の種田と申します。質問なのですが、就労支援部会

の方でこのようなご説明していただきましたが、「現在就労支援の事業所は６

３ヶ所まで増えている」とのお話がありましたが、就労支援といっても就労移

行就労支援のＡ型Ｂ型もあり、もし少し内訳のデータがわかればお尋ねしたい

と思いました。 

（齊藤代表） 

はい、船山代表よろしいですか。 

（船山委員） 

ご質問ありがとうございます。おそらく業者の方が正確に数字を把握してい

るかとは思うのですが、就労移行は２１ぐらいだったかなと思います。就労Ａ

が３つ、就労Ｂが残りとなりますので３０数ヶ所がＢという感じだと思いま

す。藤沢市日中活動支援部門所のガイドブックが毎年更新されているみたい

で、それでおそらく最新の数がわかるのではないかと思います。就労Ｂは相当

増えています。前年度に比べても４つぐらい増えているので増加傾向です。 

（齊藤代表） 

はい。ありがとうございました。他にご意見、ご質問ある方いらっしゃいま

すか。 

（島村委員） 

藤沢市肢体不自由児者父母の会、島村と申します。相談支援の安全・安心プ

ランのことを検討している中で、個人情報の流出が不安だという意見が確かあ

ったと思うのですけれども、この安全安心プランを集約するというか、管理を

どうされる予定でしょうか。  

（事務局：臼井） 

事務局、臼井です。安全安心プランについては、基本的には管理は難しく

て、というのは支援する方に持っていていただかないと支援ができないので、

あくまでも他の人に渡さないという前提で当事者の方ご家族の方がお渡しいた
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だくという形です。そのためそこにお名前が出る方は共有して持っていていた

だきたいですし、その方が個人情報に不安があったらお渡しできないという形

にはなってしまうのですけれども、その方がしっかり管理をしていただくこと

をお願いしてお渡しするということを前提にしております。行政の方は障がい

者支援課と危機管理課の方でしっかりと管理をして参ります。以上です。 

（齊藤代表） 

島村委員よろしいでしょうか。はい、では一度１０分間程度休憩を取らせて

いただきたいと思います。１１時再開にいたします。よろしくお願いします。 

 

（休憩） 

 

４ 協議事項 

（１）各専門部会の協議事項について（資料３―１、３－２） 

（齊藤代表） 

それでは、再開したいと思います。次に協議事項で、各専門部会の協議事項

についてのことになりますので事務局から説明をいただければと思います。お

願いします。 

（事務局：臼井） 

事務局臼井です。報告事項の中でもいくつかお気づきなところもあったかと

思うのですが、今日議題とさせていただいた趣旨は３点ありまして、部会はそ

れぞれ四つにわかれてはいますけれども、共通で提案されている事項の整理し

たい、というのが１点ございます。２点目は他の部会に協議をお願いしたい内

容でありますとか、一緒に考えていただきたいというようなものがあれば、そ

うした課題を洗い出したいということと共有していただくということ、それか

ら３点目については障がい特性とか地域での課題の観点からこの部会でこんな

視点で考えてほしいということがあればご意見をいただきたいというのがこの

協議の趣旨でございます。以上です。 

（齊藤代表） 
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はい。ありがとうございました。３点趣旨に関する説明がございました。こ

の後、この３点に関する協議を進めていきたいと思うのですが、まず１点目の

共通の協議として提案されています、医療的ケアについて事務局の方から経過

をお願いします。 

（事務局：臼井） 

いわゆる医療的ケアというキーワードが生活と連携の部会でキーワードとし

て出てきております。多分安全・安心プランの中でも、医療的ケアは重要なウ

エイトを占めているところになると思いますので、そういったところと協議会

の検討経過も踏まえまして少し別のご提案をしたいと思いまして今お時間をい

ただいております。医療的ケアが重ねてのものになりますが事務局としても重

要な課題であると認識をしておりまして、結論から申し上げると来年度新たな

協議体を立ち上げる方向で今後調整を進めてまいりたいと考えております。予

算要求の方も今頭出しをしているところでございます。それでは資料３-２に

基づいてご説明申し上げます。これまでの経過につきましては、昨年度まで重

度障がい者支援部会が以前ありました。その中で医療的ケアの課題検討してい

ただいて来ておりまして、そうした中で令和４年度に部会から協議会の方のご

決定をいただいた上で、市長宛てに重度心身障がい児者の支援に関する提言書

というのをいただいております。提言書ですので、この協議会から市にこうい

うことをやりなさいという提言をいただいておりまして、検討の場というか、

検討の役目を市の方にバトンタッチをいただいている状況です。医療的ケアに

ついては難病対策地域協議会や令和３年にケア児等支援法という法律が制定さ

れてから、障がい児の部分についてはコーディネーターさんの配置や取り組み

は進みつつあります。しかし委員さんから医療ケアの話をいただくということ

はまだ達成度は低く課題であると思っておりまして、そうしたところを踏まえ

て提言書以降、医師会の先生とか、模範の看護師さんの連絡会の方とも意見交

換をしてまいりました。支援機関として、例えば医ケア児支援センターを立ち

上げた方がいいのかというところも含めて検討はしてきたのですけれども、こ

の後前提としてお話をしたいことが課題になっていてなかなか進められなかっ

たという状況です。まず医療的ケアについては、世代ですとか、要は０歳児で

すね。子ども医療センターから退院してくる時に医療的ケアが必要という方も

いますし、学校に上がる時に医療的ケアが必要という方もいらっしゃいます。

また高齢。要は介護の状態で医療的ケアが必要、在宅医療が必要という方もい

らっしゃるので、なかなか一律な議論が成立しづらい状況にあります。それか
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ら医療的ケアのご家庭においてはケースの特殊性ですね。同じ病気の方がそん

なにいらっしゃるわけではないので、なかなか家庭の状況まで含めていろんな

課題を共有できる人がやはりいないでありますとか、そうした状況の中で対応

がやっぱり後手に回ってしまい事前にできていないので、緊急に対応しなきゃ

いけないというところの差がとても大きく一つ一つのケースの差がとっても大

きいというところがあります。加えてそういったケースの事例検討等を行う中

では、制度面と個別の家庭の支援の状況における問題点が混ざって上がってく

るというところもあります。一番大きいところは、先ほど申し上げた 0歳の時

と、１５歳、小児科から成人科以降としていくときで、支援する人がガラッと

変わってしまう状況があります。要は私が１人、この方にお話を聞いたとして

もこの方は１５歳までしかいない、という状況があって共通の認識を持つとか

共通の課題として捉えるというのは難しいとの前提があると思っております。

そうしますとこの前提を基にすると、要は一つの部会で議論をするという範囲

ではなくて、極端に申し上げるとこの協議会より大きい構成員で考えていかな

きゃいけない場面というのが出てくると思っておりまして。この分野で入って

ないところを多く入れた中で議論をしていきたいと思っております。ですの

で、中止にならないようにこの総合支援協議会の専門部会ではしたる協議題と

して取り扱わず、障がい児者の医療的ケアを専門に取り扱う協議体を設置して

そこでの議論をもとに協議会と連携をしていく体制で行ってまいりたいと考え

ております。しかし、大風呂敷をなかなか広げるまでの準備もありますので協

議会の準備会をできれば来月からやりたいと思っております。一つは提言書に

基づく具体的な検討項目議論を薄かったところとかあればもう１回見直しをし

たいと思いますし、先ほど私の思っている協議体の体制をお話ししましたけ

ど、この体制を具体化するための検討にご協力をいただきたいと思っておりま

す。ご協力いただく方については前回ご提言をいただくところまでご議論いた

だいていた重度部会の方を中心にお声掛けをして進めていきたいと思っており

ます。予算は今折衝中ということで当然申し訳ないのですが、手弁当でちょっ

とお付き合いいただく形になると思いますが部会の中での医ケアの取り扱いに

ついてはこのような形で譲っていただけるとありがたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

（齊藤代表） 

ありがとうございます。重度障がい者支援部会から協議会報告をして、協議

会から市に対して提言書を出すという形のものについて、医師会や訪問看護の
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関係などいろいろ関連するところと協議をずっと続けてきていただいて今始点

を作ってきていただいているという報告でありまして、一緒に行ってもう一回

集まるというのはなかなか難しいので、まずは課題の整理、それこそ先程の問

題点をあげることをちゃんとやった上で確認整理をしていくところから始めて

いきたいと思っております。元々認識によってはかなり間違っているものもあ

り個別性が非常に高いものを一緒に全部まとめて話をするのは難しいので、あ

の準備会の中で協議していただければと思いました。ただいまのことについて

何かご意見、ご質問があればお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。村

松委員お願いします。 

（村松委員） 

ＡＬＳ協会の村松です。今、臼井課長さんの方からお話があった内容につい

ては本当に全面的に賛成いたします。この辺の問題意識というのはずっと思っ

ていまして、初めのその説明としては非常に整っていて、とても良かったなと

思っております。今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

（齊藤代表） 

はい。ありがとうございます。今後ともまたご協力をお願いできればという

こともあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

（佐藤委員） 

一点確認です。臼井さんの説明ありがとうございました。新たな協議体とい

うことなので、藤沢市の関連会議の関連図でいくと、私は今回の選出母体とな

っている藤沢市発達障がい者地域支援会議の辺りの位置付けで、協議体がある

という理解で合っていますでしょうか。その点の確認です。 

（事務局：臼井） 

申し訳ございません、正直申し上げてまだイメージはしてないです。ただの

関連会議体の中というのは当然に位置づけられるものでありますし、議論の中

身によっては先ほど大所帯でという説明も申し上げたのですけど、議論は多分

世代ごととか、疾患ごととか細分化された中でのケース対応も含めた議論にな

っていくと思うので、場合によっては子どもであれば児童、それから教育とい

うところに情報提供を行い連携するところも様々になろうかとは思います。以

上です。 
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（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。今年度は準備会ということでその辺のこと

も方向性も検討されると思いますのでよろしくお願いします。では続いて２点

目の各専門部会の協議事項について事務局の方でご説明いただければと思いま

す。 

（事務局：飯沼） 

障がい者支援課の飯沼と申します。それでは資料３-１をご覧ください。こ

ちらにつきましては専門部会第１回、第２回の結果、またこれまでの成果と議

題、また優先的に扱うテーマが協議事項として上がっていると思います。先ほ

どの専門部会の報告の部分でもありますけれども、こちら一覧としてまとめさ

せていただきました。相談支援部会におきましては制度の認知度上昇のための

周知方法の検討、また安全安心プランの様式の見直し。地域の相談支援体制の

整備。こちらについては相談員の増加及び質の向上、アウトリーチだけを課題

といたしております。続きまして、連携支援部会におきましてはここまでの議

題の中で、第２回目の中で連携に対する理解、認識の共有、すり合わせを行い

まして、主たる協議方針につきましては多職種連携としております。続きまし

て就労支援部会の方におきましては、企業側との接点を作っていく必要性を共

通認識として捉えておりまして、商工会議所協力を得て、会員企業にアンケー

トを配布し、受け入れ可能企業の調査を実施しようといたしております。既に

生活支援部会におきましても実態把握の必要性を感じまして、調査を予定して

おります。内訳としましては、グループホームの市内の設置数であったり、藤

沢市の利用者が利用しているグループホームの数、１人当たりの経費であった

り、利用者の属性、年齢、障がい種別など、そういったものを支援が受け入れ

るグループホームがどのようになっているのか調査する必要がありまして、そ

れを調査予定しております。グループホームの評価につきましては、日中サー

ビス支援型共同生活援助における協議会の協議会等への報告書に基づきまし

て、こちら調査、評価を行っておりますが、それ以外に訪問調査を予定してお

ります。その他の課題というところで、こちらも相談支援部会から確認させて

いただきます。みんなの部会で連携するというところからいきますと、相談支

援部会につきましては学校教育と福祉のつながり、障がい児から障がい者への

つながり連携支援部会におかれましては学校教育との連携が必要、就労支援部

会におかれましては事業所、企業の雇用の取り組みが連携として必要というこ
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とも考えておりまして、生活支援部会におかれましては民生委員や警察、自治

会等の関係機関との連携が必要という声も上がっております。このような結果

を踏まえまして、各部会に対して何か質問や、これを協議してほしいとかそう

いった意見をいただければと思います。代表の方から補足でもありましたらお

願いいたします。 

（齊藤代表） 

はい。今各部会のご説明いただきましたが、各部会の代表から運営について

補足の説明をいただけますでしょうか。まずは相談支援部会から佐藤代表、何

かありましたらお願いします。 

（佐藤委員） 

特段付け加えるところはないかとは思いますが、先ほど齊藤代表もおっしゃ

っていた通り、安全安心プランに関しては当然防災とかシートでいうと３枚目

のシートがそこに当たるものになっていますので、加えるのでればそういった

ところも少し防災に関しては防災関連との連携みたいなものも必要になってく

るかというふうに思っているところです。相談は以上になります。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。連携支援部会、よろしいですか。お願いし

ます。 

（妹尾委員） 

連携支援部会です。課題協議事項ということで多職種連携と学校教育の二つ

出ています。マンダラートを活用させていただいて、使いこなせていたかわか

りませんが一応この課題を整理した中で、かなり多岐にわたり、出てきた中で

一番多かったのが学校教育でした。多職種連携が次だったのですが、多職種連

携というといろんなものが含まれてしまうのでその学校教育の学校と福祉とそ

れ以外のご家庭とかいろんなものが出てくるということで、多職種連携の中に

括弧で含むというようなことでさせていただいたのですけど、相談部会の方で

も学校教育と福祉のつながりとか書いていただいていますけど、ここはやはり

かなりハードルが高いと感じる場面が多いのかなと理解をしています。そのた

め先ほどの川久保委員からのご提案もあったのかなと思っております。他の議

会からも連携という言葉がたくさん入っていますので、そこはどのように連携
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しやすくするための枠組みというかスキームを考えられるかということでそれ

は他でも汎化できるといいと思っていますので、そのケースの一つとして学校

を使っていくというイメージでおります。以上です。 

（齊藤代表） 

はい。ありがとうございます。続いては就労支援部会お願いします。 

（船山委員） 

就労の方からは障がいのある人達の「働く」を支える時に、障がい福祉サー

ビスの括りで言うと、いわゆる職業準備の向上のためには就労移行だとか、就

労継続ＢとかＡとか、そういったような事業があります。就職した後の支援と

いうところでは就労定着支援という事業があって、それで就労移行は利用期間

が原則２年間、就労定着というのは３年間と言われているので、その後は就労

援助センター、就労サポート生活援助センターというところに働いて３年目に

つないで行くということになっているのですけども、そこの部分のつなぎつな

ぎのところの支援がなかなか円滑でないなというところがものすごく課題感を

感じているところだなと思っております。そういった部分を他の職種、他の部

分、例えば相談支援事業所さんなどと連携し支えていきましょうというような

話もあるのですけども、いわゆる就労支援という部分とその人の生活を支える

支援というところで、関わる事業所さんが支援の中身を切り分けちゃって、こ

こから先は知らないような話になってしまうというところもあったりし、そう

いった部分がないように事業所さん自身がそういった部分で不利益を被らな

い、不安にならないような体制がとっても必要だなと思っていて、そういう意

味では連携支援部会だとか、相談支援部会なんかとは共同して考えていかなく

ちゃいけない課題感だと思っていますし、またグループホームに住んで働いて

いる人達もたくさんいらっしゃるので、やっぱり「働く」を支えるというとこ

ろではいろんな部会と共同して話し合う部分が必要なんじゃないかなと思って

います。以上です。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございます。では最後に生活支援部会、戸髙代表お願いし

ます。 

（戸髙委員） 
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先程の中でも報告したのですけど、関係機関との地域生活支援するにあたっ

てどう地域の中で関わっていくかという連携というものがなければできないと

いうことで、今後、部会の中でこの連携というのはどういうふうにやるかとい

う準備を進めてないので、上がっているものに対しては具体的にどのように回

していくか、どのように関わっていただけるか検討していきたいかなと思って

おります。 

（齊藤代表） 

ありがとうございます。では皆さんからご意見をいただこうと思うのです

が、その前に部会の運営にもご苦労をかけたということで鈴木副代表の方から

全体通して何かあればお願いします。 

（鈴木副代表） 

先程から非常に連携というキーワードが飛び交っているわけですが、連携と

は一体何なのか、辞書で引くと連絡を取り協力することとあります。しかし、

ただそれだけなのです。それが課題になっているということが実は肝であっ

て、なぜその連携がうまくいかないのか、あるいはスムーズにいかないのかと

いうことを考えた時におそらく連携というキーワードで議論し続けると、「協

議の場を作りましょう」で終わるとおもいます。「協議の機会を増やしましょ

う」、「協議の場を作りましょう」、「協議を進めるための共通のアセスメントシ

ートを作りましょう」。しかし、これで本当に解決するのでしょうか。おそら

く多くの議論がされてきて、多くのものを作られてきて、おそらく今もまだ同

じ議論をするのだと思うのです。重要なことが何かというと、連携と呼ばれる

中で何が行動されているか、何がうまく行動されないか、これを洗い出さない

限り、永遠とこの議論が続くわけです。例えば、「福祉と教育がうまく連携で

きない」。ずっとどこの地域も言っています。でもそれが一体何が行動されな

いから福祉と学校の間で連携がうまくいかないという表現になっているか、こ

こを明確にしない限り問題解決しません。例えば、それは「学校側から子供の

発達や学習に関する個人情報が個人情報保護の観点から流れてこないことによ

って福祉の方で支援の課題が十分に抽出できない、このことが問題だ」、ある

いは「学校と福祉から学校の現場に情報を渡したいのだけれども一体学校の誰

に渡していいかわからない」「その情報が学校の中でどう取り扱われるかわか

らない」、あるいは「情報を委託してもその情報が結局活かされないまま放置

されてしまう」。まず何が問題になっているのか、何がうまくいかないのか。
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ここをそれぞれ議論しない限り連携の問題課題は永遠に続きます。そして結

局、「協議の場を作る」、「共通のアセスメント表を作る」、それを公表する仕組

みをつくることだと思います。でもそれではおそらくうまくいかないです。う

まくいっていたら、今頃それがモデルになっていて、各地域に広がっているは

ずです。そうなっていないということは、各地域、各機関の各コミュニティに

おいて連携と呼ばれる交流をうまくさせないことがあって、そこを洗い出すべ

きだと私は思います。連携という言葉が何かいろんなことをうやむやにしてい

る気がしてならないのです。ぜひそこを洗い出す協議を私はしていただきたい

です。そこが明確になると、そこに対するものが明確になるはずです。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。もう何十年と連携と言ってきて、何も変わ

っていないという現状は確かに本当におっしゃる通りなのでここで何か結果を

出していくために心を新たに出来ればと思います。どうもありがとうございま

した。ではこれについてご意見ある方、お願いします。 

（戸髙委員） 

鈴木副代表の話を聞いていて、まさにそうだなと、仕事に入ってからずっと

連携というふうに言われていて大事だよなと、そこの共通認識は皆さんあるだ

ろうなと、私も今そう思っています。しかし、連携がうまくいかない理由を考

えていくと、やはり原因が変わっていき制度も変わっていく利用者さんの状況

だと思います。いろんな環境とかカルチャーとか利用者さんに何かついていけ

ない部分もあってそこに対しての対策をしようと考えた時に、お金や人の面で

人の善意だけでは成り立たない状況になっていくという、そういうところが多

分問題だと考えています。今仕事をしていて感じるのは、昔は社会支援が少な

い時には一つの事業所でいろんな事を利用者さんと収入を考えて支援していた

という時があり、そこからいろんな社会支援ができてきた時にここから先はこ

この事業所がやるべきといったところで、行政的な社会的なそういうような状

況が事業所に対して行われているような状況で、何となく見えないところでそ

のような切り分け方がされていて、結果サービスを受けている利用者さんに不

利益が生じてしまったりしています。この状況が今現状で生まれているから、

連携が大事というのが何年間もずっと言われ続けていて、じゃあどうしようか

というところで今副代表に言われたように共通のシートを使いましょうとか、

共通認識って何ですか、情報共有でどういうふうに支援していこうかというと
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ころまで行くけれども、実際に動き出してやったときに、やっぱりどっかで切

れられちゃうみたいなところがあって。サービスを提供する側の都合でいろん

なことがやっぱり決まってしまっているというか、動いてしまっているような

状況がやっぱりあるのではないのかなというのはとても感じているところで、

そういった部分を解決できるような議論をしていけたらいいかなと思います。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございます。なんかイメージががっちり具現化されたよう

な感じのお話だったと思います。他にご意見ご質問ありますか。はい、お願い

します。 

（村松委員） 

学校に行ったとき、子どもの児童支援、学校業務の方じゃなくて生活指導と

か、そういうところもなかなか入りにくいと思います。例えばお母さんお父さ

んは夜しか居ませんよ、とかね。現場はそういう時間に朝入ってきてください

とか。そこの対応はつどいの会みたいな感じで、自分の事業をしながらそうい

うことも、子どもに関わる家庭に関わるということにならざるを得なかったの

ですけれども。例えば僕が最後にやったのが児童支援ということで学校に１人

ずつ専任の先生を置いて、この人は授業を持たないで、さっき言ったようなお

子さん、支援学級の子どもを含めて見ると、コミュニティソーシャルワーカー

という方がいらっしゃいましてその方と連絡をするようなことで配置されてい

ると思いますが、その方が配置されることによって家庭にそこまで踏み込まな

くても、その方と情報共有をすることでまだ家庭の様子は知らされてくるみた

いなことが実際ありました。子ども家庭課の配置だと思いますが、どこかに配

置しないと取りかかりとして難しいのかなと思います。防災のことについて

も、危機管理課さんに福祉の担当の場を置くというような形で実際に動いてい

ただくということが大事なのかなと思っています。 

（齊藤代表） 

やはり事業者の縦割りというところがかなり活気になっている現実もあるか

なと思います。人間の性で「自分の方で守りたい」というところもあるでしょ

うし、そこをどう打破できるかというとこかもしれません。はい。種田委員お

願いします。 
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（種田委員） 

藤沢市肢体障がい者協会の種田と申します。今回連携部会に入っております

が、初めて参加しています。今回、学校教育との連携ということが、これまで

のところで気になりました。私、藤沢市教育委員会の教育委員の会長を勤めて

おります。いつも教育委員会で気にしているのは特別支援級の指導してくださ

る方にやっぱり研修が大切だなという点です。普通に教員の資格を持っていら

しても、やっぱり特別支援の仕方とかを勉強してない方が入ったりするケース

もあるので、いわゆる指導者の情報研修がとても大切だと思って声を出してい

ます。そういうところも学校教育の人材研修とかでやっぱり福祉の方から関わ

っていくと子どもたちに関連するのではないかなと思いますがやはり行政縦割

れなので、個人情報もありますし、不登校とかいじめの問題もありますので、

やはりそこに障がい児が関わっていることがいろいろあります。そういう話を

聞いたりすると、障がい児のことをわかってもらいたいなと思ってお話をして

おります。本当に人材研修というふうなところでは、交流、連携できたらいい

なといつも思っておりますので、またその辺ご検討いただきたいと思います。 

 

（２）日中サービス支援型グループホームの評価について（資料４） 

（齊藤代表） 

では次に今日は日中サービス支援型グループホームの評価についてです。事

務局の方でご説明をお願いします。 

（飯沼主任） 

障がい者支援課の飯沼と申します。藤沢市における日中サービス支援型グル

ープホームの評価について資料４の説明をいたします。こちら時間が迫ってお

りますので、手短に説明をさせていただきます。初めに、日中サービス支援型

グループホームにつきましては障がい者の重度化・高齢化に対応するため平成

３０年度障害福祉サービス等の報酬改定があり、創設されました。これも重度

障がい者に対して常時の支援対策を確保することが可能となり、このことから

施設等の地域移行の促進や、地域生活の継続などの地域生活の中核的な役割を

担うことを一つのサービスとされております。市内におきましてはこちら創設

後、現在市内に９事業所指定されております。次に地方公共団体が設置する協

議会等への事業説明・報告についてです。日中サービス支援型グループホーム
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は地域に開かれたサービスとすることで、当該サービスの質を確保するという

観点から、地方公共団体が設置する自立支援協議会藤沢市障がい者総合支援協

議会に対して、新規開始時の事業説明、業務開始後は年１回以上の事業実施状

況等を報告することとされております。協議会につきましては、事業報告の評

価を行うとともに、必要に応じて要望助言を行うことができます。これまでの

藤沢市における事業評価につきましては協議会にて検討を重ねて市の報告様式

を作成いたしました。これまで事業所からの報告につきましては３件、事前相

談があってこちらの評価を行っているのですけれども、業務開始後の定期的な

報告がこれまで行われていなかったため令和６年度におきましては協議会から

報告を求めております。今年度の評価のスケジュールでございますが、現在市

内９事業所から報告をお願いしております。報告につきまして、１２月に実施

予定の第３回生活支援部会におきまして、評価を実施いたします。それで１月

２８日の本協議会の第３回目におきまして、生活支援協議会の結果を踏まえて

最終的な結果として協議会終了後に評価結果を事業所へ回答いたします。この

評価にあたりまして、県・市が定めた報告事項だけでなく、実際に事業所を訪

問し、ヒアリングの実施を検討しております。このヒアリングのチェックもあ

わせて評価にいたりたいと考えております。ただし、こちらの９事業所、今年

度全ての事業所を訪問することは難しいので、今年度は３件程度訪問する予定

となっております。続きましてはヒアリングの総合評価に当たりまして、協議

会委員からの事業所への意見、また質問も考えたいと考えております。現在グ

ループホームの入居者はいませんけれども、例えば、障がい者利用者が入所し

てどのような対応をするかなど、各障がい特性の対応等、展望と地域活動にお

ける具体的な関わりをどのような形で実施してもらうかなど事業所への意見を

求めたいと考えております。今月末までにご意見いただければと考えておりま

す。ご協力をお願いいたします。以上です。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。これについては１０月３１日までに事務局

へということでしたので、もう一度部会でご検討いただく中でぜひご意見いた

だければと思います。それについて何か、追加説明等ありましたら戸髙代表の

方から一言お願いできますでしょうか。 

（戸髙委員） 

先ほど報告の中に入れていたのですけども、生活支援部会員がそれに対する
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評価をしなきゃいけないというかなり重いところなのかなと考えております。

日中支援型グループホームができる時の論議は結構な論議を行った経過がある

ので、やはりそこをちゃんと見ていく必要があって、今回市がそういう調査を

始めると様々な問題が浮上し、やはり日中支援型のグループホーム自体がどう

いう支援をしているかを見る部分なので何らかの評価をする重さを感じながら

みんなで見ていって実態はどうなのかということと、やっぱりどのような評価

で支援がされなきゃいけないのかというのが考えられたらいいかなと思ってお

ります。 

（齊藤代表） 

はい、ありがとうございました。何かこれについてご意見がある方いらっしゃ

いますでしょうか。 

（紀井委員） 

今の件ですけれども、恵の件で一応問題になっているのだろうなと把握して

いるのは、食品に関しての問題とあと不正請求があったということと、あと不

適切な支援だというふうに私は理解していますけれども、それ以外に何かあり

ましたでしょうか。 

（事務局：臼井） 

事務局臼井です。特に表出した問題点に対して、どこを見てくれという事に

対象を絞るつもりはなくて、昨年藤沢の独自様式作っていただく中でも、例え

ば入居期間が短い、入れ替わりが早い場合は支援力が足らないのではないかと

か、そういうことを見ようというようなお話を前提に作ってはきたのですけれ

ども、入居者さんがいる場合はある程度わかりますけれども、入居者さんがい

ない、例えば医療的ケアが必要な方、ほぼ入居者いないですけれどもいないの

でわからないのです。それは拒んでいるのかも知れないし、実際に希望がない

のかもしれないのですけど、そういう見えないところをイメージしていただい

て、こういう人がいたらこういう課題が出そうだと思ったら「いたとしたらど

うされますか」とかそういうことも含めて、「１０月末までにこんなこと聞い

てみたら」ということをご意見賜れればと思っております。以上です。 

（深見委員） 

ヘルパー事業所連絡会から来ております深見です。この日中支援型のグルー
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プホームに入られている方は藤沢のホーム以外、他市の日中支援型で暮らされ

ている方もおられるかと思うのですが、その他市からの照会依頼というか、他

市でも同じように調査をされているであろうと思うので、そういうところの情

報をいただくことはできるのか、また検討されているのかというところを伺い

たいです。 

（事務局：臼井） 

確かに調査、もう何年も前からやっているので要綱を見ているのですけど

も、実際結果をいただけてはないので確認をしてみたいと思います。基本的に

は事業所単位なので援護の人は例えば、横浜援護の人が藤沢事業所に入ってい

ても横浜市から照会が来ることはないです。あくまでも、藤沢市の総合支援協

議会は藤沢市にある九つの日中サービス支援型の事業所を眺めて意見を申し述

べるという形になります。以上です。 

（深見委員） 

この評価の取り扱いについての確認ですが、総合支援協議会の議事録が公開

されているようにこの評価結果についても公表されるものなのか、事業所がそ

れに従う強制力はないという話が出ていましたが、こういった評価が公表され

るかどうかによってだいぶ緊張感も違うのかなと思うのですがどのようなこと

になるのかなと思って質問です。 

（事務局：臼井） 

臼井です。基本公表と考えていますし、県の方にも提出をする形になってお

ります。 

（齊藤代表） 

では以上の点を踏まえた上で、１０月３１日までにご意見をいただければと

思います。 

 

５ その他 

（１）令和６年度第５６回社会福祉大会について（資料５） 

（齊藤代表） 
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続きまして資料の５以下です。各ご質問ご紹介等がございますので、担当の

方手短にいただければと思いますが、社会福祉大会、資料５について社協の方

でお願いいたします。 

（露木委員） 

藤沢市社協の露木でございます。貴重なお時間ありがとうございます。第５

６回藤沢市社会福祉大会が１１月１７日日曜日午後１時３０分からこちら藤沢

市役所分庁舎２階の活動室１、で行われます。第１部としては表彰式典。子ど

もや団体の方達への表彰です。メインとなります基調講演といたしましては地

域共生社会推進室の室長の古郡様に来ていただいて、これからの地域福祉、藤

沢の地域作りを考えようというタイトルでお話ししていただきます。さらには

座談会といたしまして、今現在各地域で活動されている方達、あるいは企業、

そして若い方ですと高校生の方も応援していただいて、今自分達にできるこ

と、またこれから何ができるだろうというようなことを目的でお話し合いをし

ていただくような催しものとなっております。本日１０月１０日から申し込み

開始で、会場は６０名。あとはオンライン、Ｚｏｏｍ提供させていただければ

と思っておりますので、各委員の皆様、各団体に戻られて周知の方ご協力いた

だければありがたいと思っております。私の方からは以上です。 

（齊藤代表） 

あとは３点ご紹介いただきたいと思います。藤沢市スポーツシンポジウム２

０２４について、種田委員からお願いします。 

（種田委員） 

種田は藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会というところでも活動しておりま

して、その中で藤沢市スポーツ連盟に加盟しております。その中で年１回スポ

ーツシンポジウムというのをやっておりまして、今年は１０月２７日日曜日午

後２時半から、藤沢市民会館小ホールでラグビー元日本代表の廣瀬俊朗さんに

来ていただいて講演をいただき、第２部でパネルディスカッション。スポーツ

を通してできることでパネルディスカッションシンポジウムを行います。この

中で、パネリストとして種田も少しお話する予定であります。お忙しいと思い

ますが、お時間ありましたらお願いいたします。 

（齊藤代表） 
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続きまして、性についてということで、これは吉田さん、お願いします。 

（事務局：吉田） 

自分が所属している保健福祉会の方で研修会の部門を計画しました。題材と

しては性について。障がいがあっても豊かに生きるということで障がい者支援

をしている中で、避けては通れないそういった性の問題というのもたくさんあ

りまして、そういったことをもう知っているだろうとか、聞けないという部分

もたくさんあるかと思います。会場が湘南台公民館ホールということで、９５

名の収容ができますので、多くの方の参加をお願いできればなと思います。よ

ろしくお願いします。 

（齊藤代表） 

最後にこちらのふじさわパラスポーツフェスタ２０２４。こちらも種田委員

からお知らせを頂きます。 

（種田委員） 

ふじさわパラスポーツフェスタは、今回で６回目の開催になると思います。

今回は秋葉台文化体育館で行います。今までずっと秩父宮の記念体育館で行わ

れたのですが、今回は秋葉台文化体育館で１１月２４日日曜日に行います。秋

葉台でいいのは駐車場が利用していただくと、２時間無料になります。秩父宮

はそういう駐車場の利点がないので、なかなか人が集まらなかったというとこ

ろもあります。車椅子の体験ができ、義足体験もあると思いますのでよろしく

お願いいたします。どなたに来ていただいても大丈夫な、楽しんでいただける

バリアフリーのスポーツです。よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ます。 

（齊藤代表） 

ありがとうございました。以上ご紹介いただきましたが、他にも何かお知ら

せありますよという方はいらっしゃいますでしょうか。 

（向井委員） 

藤沢ひまわり会の向井です。私どもの参加している、統合失調症の神奈川県

の主催、それから全国団体「みんなねっと」と言うものなのですが、そちらで

１１月１４日に精神疾患の当事者への訪問支援・対応についてという催しをや
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ります。県の開催ですので会場は川崎市高津市民会館というところです。電車

ですと溝の口です。２年前の開催では私どもが主催でやりましたけれども今度

は少し遠いのですけれど、関心のある方いらっしゃったらチラシが少しありま

すのでおっしゃってください。以上です。 

（齊藤代表） 

それでは本日の議題は以上ということになりますので、こちらで会議を閉会

といたします。事務局に進行をお返しします。よろしくお願いします。 

 

６ 閉会 

（事務局：臼井） 

本日は活発なご議論、貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。

次回のご案内になります。次回は年が明けまして１月２８日火曜日、時間場所

は今日と同じでございます。関連会議の資料や議事録にボリュームがあってお

渡しできてないですけれど、ファイルで入手できたものについては随時メール

等で送らせていただきたいと思っておりますので、ご参考にしていただければ

と思います。それではこれで終了とさせていただきます。ありがとうございま

した。お疲れ様でした。 

 

以上 


